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 広島県の行政施策の推進につきましては，かねてより格別の御高配

をいただき，厚くお礼を申し上げます。 

 本県では，平成１８年３月に新たな総合計画「元気挑戦プラン」（平

成１８～２２年度）を策定し，「元気な広島県」の実現に向けて，「自

治」「人」「活力」「安心」を県政運営の基本に，施策の積極的な推進に

取り組んでおります。 
 国においては，平成１８年１２月に成立した「地方分権改革推進法」

の期限である３年の間に新たな「地方分権一括法」の制定を目指して，

「地方分権改革推進委員会」等において，国と地方の役割分担の見直

しなど第２期地方分権改革や道州制に向けた議論を本格化しており，

地方分権改革を含む行財政改革については，従来どおり「経済財政運

営と構造改革に関する基本方針」において方向付けるべく，議論が進

められているところです。 

 こうした中，本県では，「広島県分権改革推進プログラム」に基づき，

国，県，基礎自治体等の新しいパートナーシップによる「分権型行政

システム」の構築によって地方の自主性・自立性を高めることで，活

力に満ちた地域社会の実現を目指すとともに，平成１８年度に行った

事務事業総点検の結果に基づいて業務の実施方法等を大胆に見直し，

簡素で効率的な行財政システムの構築に取り組んでいるところです。 

 つきましては，本県を取り巻く重要な課題や主要事業について，次

のとおり提案いたしますので，平成２０年度政府予算の編成及び施策

の決定に当たり，格別の御理解・御配慮を賜りますようお願い申し上

げます。 

 

 平成１９年５月 

 

広 島 県 知 事         藤 田 雄 山 

広島県議会議長  林   正 夫 
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１ 第２期地方分権改革の一体的な推進等について 

                        （内閣府，財務省，総務省，文部科学省）

 提案の要旨 
  
 ○  第２期地方分権改革の一体的な推進  
① 新分権一括法に向けた国と地方の役割分担の見直し  

②  国から地方への事務・事業，権限の移譲等  
③ 国の過剰な義務付け・関与の廃止・縮小  
④ 国庫補助負担金改革 
⑤ 国と地方の二重行政の解消 
⑥ 地方税財源の充実強化 
⑦ 地方交付税の総額確保等と地方財政計画の策定・見直し 

⑧ 市町に対する支援の充実強化 

⑨ 新しい地方公共団体の再生法制 

 ○ 規制改革の推進 
①  規制改革の推進 
② 構造改革特区・地域再生制度の推進 

 
 現状及び課題 

【現  状】 
○ 平成１８年度までの三位一体の改革は，３年間で，国庫補助負担金が，補助率の引下げなど

により，４兆７千億円削減されながら，国から地方への税源移譲は３兆円規模に止まり，地

方交付税も５兆１千億円削減されるなど，国の財政再建に軸足が置かれ，地方の自由度の拡

大という点において，分権改革の理念とは程遠い極めて不十分な結果に終わった。 

○ 地方分権改革の推進については，安倍内閣において「地方の活力なくして国の活力なし」と

の方針の下，最重要課題の一つとして位置付けられ，昨年１２月８日「地方分権改革推進法」

が成立したところである。 
 これを受けて，国においては，法期限である３年の間に「地方分権一括法」を制定するべく，

本年４月，内閣府に地方分権改革推進委員会を発足させ，第２期地方分権改革の検討を本格的

にスタートさせたところである。また，地方六団体においても，本年１月，地方分権改革推進

本部を設置し，第２期地方分権改革の推進に向け検討を行っているところである。 
○  規制改革については，昨年６月２日に公布された「行政改革推進法」や「公共サービス改革
法」，規制改革・民間開放推進会議の「規制改革・民間開放の推進に関する第３次答申」（昨年

１２月２５日）等を踏まえ，行政改革や公共サービス改革（市場化テストの実施）の推進に向

けた取組が進められている。 
 
【課 題】 
○ 第２期地方分権改革の一体的推進 

地方分権改革は，国による全国一律の行政運営から，地方公共団体が地域の実情に応じた効

率的な行政運営の実現を目指すものであるが，これまでの改革は，国と地方の役割分担の明確

な整理がなされておらず，依然として国と地方の二重行政による大きな無駄がある。このため，

第２期分権改革は，「地方分権改革推進法」の趣旨に沿って，国と地方の役割分担を適切なもの

に見直し，国と地方の役割分担に沿った，国から地方への事務・権限の移譲，国の過剰な義務

付けや関与の廃止・縮小，更に，これらを踏まえた国から地方への税財源の移譲などをセット

で行う必要がある。 

○ 規制改革の推進 

これまでも順次実施されているが，地方における民間開放及び住民サービス向上の視点も加

えて，さらに一層の推進が必要である。   
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 これまでの取組状況及び前年度提案結果 

【取組状況】 

  中国地方知事会，全国知事会，地域再生計画等を通じて提案・要望等を実施  
 
【前年度提案結果】 

平成１９年度の地方財政対策において，地方一般財源の総額は，前年度並みの水準が維持され

たが，これは，地方税の大幅な伸びを見込んだものであり，焦点となっていた地方交付税につい

ては，財務省の求めていた「特例減額」という理不尽な措置は回避されたものの，臨時財政対策

債と合わせて約１兆円（▲4.4％）の減額となった。加えて，歳出面では，社会保障関係経費や

退職手当など義務性の高い経費が増加する中で，公務員の人件費や投資的経費などの地方一般歳

出が前年度比7,400億円程度（▲1.1％）減額されるなど厳しい歳出抑制がなされている。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 提案の内容 

  
○ 第２期地方分権改革の一体的な推進 

地方分権は，「住民自らが自らの地域のことを考え，自らの力で治めていくこと」であり，

「地域のことは，地方自治体が自主性を持って，自らの判断と責任の下で，個性豊かな活力に

満ちた地域社会を築いていくこと」である。 
つまり，地方分権改革は地域に住む住民のために行われなければならない。 

国におかれては，我々が求める地方分権の意義を十分に認識し，地方分権改革推進法に沿っ

て，国から地方への権限移譲の推進や地方税財源の充実強化，国の地方行政に対する過剰な義

務付け・関与の廃止・縮小など，途半ばにある地方分権改革の推進に積極的に取り組むこと。

   
① 新分権一括法に向けた国と地方の役割分担の見直し 

地方の権限と責任を大幅に拡充し，基礎自治体と広域自治体がそれぞれの役割分担に応じて

自主的，自立的な行財政運営を行えるよう，地方分権改革推進法に定める地方分権の理念に沿

った国と地方の役割分担の見直しに大胆に取り組むこと。 
 
②  国から地方への事務・事業，権限の移譲等 

市町村合併により規模・能力の拡大した基礎自治体においては，住民に身近な行政サービス

や，まちづくりに密接に関連する都市計画，土地利用などの事務事業を自ら実施できるよう，

また，都道府県においては，高度なインフラ整備や経済活動の活性化など広域自治体としての

役割にふさわしい事務事業を自ら実施できるよう，法令上の実施主体や設置基準などの制度の

見直しや事務事業の分担関係の適正化を行い事務事業の移譲を図ること。 

 

③  国の過剰な義務付け・関与の廃止・縮小 
基礎自治体が保健福祉サービスや地域における土地利用・産業施策・生活環境の整備等を自

主的・自己完結的に実施できるよう，また，都道府県から基礎自治体に対して速やかに事務事

業を移譲できるよう，法令における組織・名称等の規制や手続上の関与などの抜本的見直しを

行うこと。 

  ○地方財政計画の規模         ⑱  83兆1,508億円 ⑲ 83兆1,261億円（対前年度比100.0％） 
 ○一般財源総額（①+②+③+④）   ⑱ 58兆7,132億円 ⑲ 59兆2,266億円（対前年度比100.9％） 
    ①地方税               ⑱ 37兆9,077億円 ⑲ 40兆3,728億円（対前年度比106.5％） 
    ②地方交付税            ⑱ 15兆9,073億円 ⑲ 15兆2,027億円（対前年度比 95.6％） 
  ③特例地方債             ⑱   3兆3,592億円 ⑲  2兆6,300億円（対前年度比 78.3％） 
   （臨時財政対策債・減税補てん債） 
  ④その他                ⑱  1兆5,390億円 ⑲  1兆  211億円（対前年度比 66.3％）  
   （注）１ ⑱地方税には所得譲与税を含む。  
      ２ その他は，地方特例交付金等及び地方譲与税（所得譲与税を除く）。 
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④ 国庫補助負担金改革 

国庫補助負担金の廃止・縮減は，地方分権の観点から，国と地方の役割分担，国からの権限

移譲や関与を抜本的に見直した上で，税財源移譲と一体的に同時に行うべきであり，地方が実

施する事業については，その所要額すべてを税財源移譲を含め一般財源として措置すること。

 
⑤  国と地方の二重行政の解消（国の地方支分部局の廃止・縮小） 

国と地方の役割分担の見直しに沿った，国から地方への事務・権限の移譲，国の過剰な義務

付けや関与の廃止・縮小及び国庫補助負担金の削減などを積極的に進めるとともに，あわせて，

関係する国の地方支分部局等の廃止・縮小を行い，国と地方の二重行政を解消し，国・地方を

通じた行政の簡素化を推進すること。 
 
⑥  地方税財源の充実強化 

依然として，国と地方の最終支出の比率と租税収入の比率において生じている大きな乖離を

是正するため，今後，国と地方の適切な役割分担を踏まえ，地方が担うべき事務と責任に見合

った税源配分に向けて，基幹税である消費税などにより，国から地方へ税源を移譲すること。

その際，地方団体間の財政力格差が拡大しないよう，地域偏在性の少ない地方税体系とした

上で，税源の乏しい団体に適切な配慮をすること。 

なお，今後，第２期分権改革における国と地方の役割分担の見直しや国と地方を通じ徹底し

た行政改革を行った上で，所要の行政サービスに見合うよう，主要税目トータルの抜本的な再

構築（税目の再整理と税率の再セット）を行う必要がある。 
 
⑦  地方交付税の総額確保等と地方財政計画の策定・見直し 
 ア 地方交付税は，すべての地方公共団体において，学校教育，社会福祉，社会資本の整備や

維持，消防，警察等の基本的な行政サービスを提供できるよう，地方税の地域間偏在を調整

し，財源を保障するために必要不可欠な地方固有の財源である。 

    したがって，国の財政再建のために，地方交付税を削減すべきではなく，平成２０年度の

予算編成に当たっては，地方公共団体の安定的な財政運営に配慮し，必要な地方交付税総額

（臨時財政対策債を含む。）を確実に確保すること。 
     また，所得税から個人住民税への税源移譲に伴う地方交付税の原資の減少額については，
地方交付税の法定率の引上げの措置を実施すべきであること。 

    なお， 過去の景気対策，減税，市町村合併等により発行した地方債の元利償還金に対する
交付税措置については，確実に履行すること。 
イ 人口や面積に基づいて算定するいわゆる新型交付税については，過疎，離島及び半島など

地域間で地理的，社会的条件に差異があることなどを十分に踏まえた算定を行うとともに，

市町村合併による特例措置を確実に反映すること。 

ウ 頑張る地方応援プログラムについては，成果指標の向上がすぐにあらわれない条件不利地

域等に配慮した制度設計とすること。 

エ 地方財政計画上，国が法令等によりその実施を義務付けたり（保健所，ごみ処理など），配

置基準を設定しているもの（警察官や高校教員数など），あるいは，国庫補助負担金に合わせ

て支出するものが，地方一般歳出の８～９割を占めており，地方公共団体が行う行政サービ

スについて，地方の裁量の余地は極めて少ない。 

したがって，地方財政計画の見直しに当たっては，地方のこれまでの行財政改革への取組

み，過去の景気対策などを原因とする厳しい財政状況，国が地方に対して膨大な量の事務事

業を義務付けしている実態や第２期地方分権改革における検討状況などを十分に踏まえ，財

政需要及び収入見積りを的確に反映するとともに，それに応じた地方の一般財源を確実に措

置すること。 
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  オ 地方公共団体の財政運営，予算編成に支障が生じないよう，地方財政計画に関する情報に
ついて，早期の情報提供と計画策定過程の透明化を進め，地方の意見を反映する仕組みの

具体化を図ること。 
 

⑧  市町に対する支援の充実強化 

ア 合併を行った市町については，行財政運営や市町建設計画に掲げられた県・市町の事業に

支障を来たさないよう，合併特例債等の確実な配分，合併算定替の確実な実施，起債償還金

への地方交付税措置及び合併市町村補助金の確保など，真に市町が必要とする財源措置を確

実に講じること。 

イ 少子化が進む中で小中学校を適正配置するため，市町が進めている小中学校の統廃合が円

滑に推進されるよう，教育環境の充実等のために新たに市町が負担することとなる経費や，

不要施設の解体・撤去や小規模改修に要する経費への地方交付税の特例措置等新たな財政支

援についても検討すること。 
 

⑨ 新しい地方公共団体の再生法制 

健全化判断比率の設定などの詳細な制度設計については地方の意見を十分に聴いた上で，地

方の実情に応じた客観的で透明度の高いものとすること。 

また，予算編成を通じた財政健全化への取組の機会を確保するため，早期に制度化すること。

 
 
 
○ 規制改革の推進 
 
① 規制改革の推進 

国の民間等に対する許認可などの規制について，民間の自主的な活動を促し，地方における

民間開放及び住民サービス向上を促進する観点から，今後とも規制改革を一層推進すること。

 

②  構造改革特区・地域再生制度の推進 
地域のニーズを踏まえ，真に地域の活性化に資するよう，構造改革特区制度及び地域再生制

度の適正な運用及び改善を図ること 
 

  ア 地方公共団体や民間事業者等からの規制緩和措置の提案に対し，実現に向けて真摯に検
   討が行われるよう，制度の適正な運用を図ること。 
  イ これまでに提案された規制緩和措置で「特区での対応不可」とされた項目について，所
   管省庁の意見だけでなく，評価委員会等を活用するなど有識者の意見等を踏まえ，更なる

      検討が行われるよう，制度の改善を図ること。 
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２ 自治的（地方分権型）道州制の推進について 

（内閣府，総務省）

 提案の要旨 

自治的（地方分権型）道州制に向けた取組の推進 

 現状及び課題 

【現  状】 

○ 国においては，平成１８年２月に出された第２８次地方制度調査会の答申を受け，本年１月

に，特命担当大臣（道州制担当）の下に「道州制ビジョン懇談会」を新設し，道州制の導入に

関する基本的事項について，本格的な議論が始められたところである。 

○ また，これに先立ち，全国知事会においても，本年１月に「道州制導入に関する基本的な考

え方」をとりまとめ，道州制は地方分権を推進するためのものでなければならないことや国と

地方の役割分担の明確化に当たっては，「地方支分部局」の廃止のみならず，「中央省庁」の解

体再編を含めた中央政府の見直しを伴うものでなければならないことなどを盛り込んだ道州

制の７つの基本原則を提示したところである。 
○ 一方で，本県においては，既に平成１６年１１月に「分権改革推進計画」を策定し，今後の

新たな広域自治体の姿として，早期に自治的（地方分権型）道州制を目指すべきとの考え方を

提示するとともに，この実現に向けて，官民一体となった気運醸成の取組を進めているところ

である。 
 
【課 題】 

○ 道州制については，これまで多くの提言がなされているにも関わらず，制度概念が統一され

ていないことから，今後，国において策定されるビジョンにおいては，道州制が，国家的性格

を有する機関（官治的道州制）や地方公共団体と国家的性格の両方を有する中間的な団体では

なく，現行の都道府県に代わる，より自主性，自立性の高い広域自治体であることを明確に定

義づける必要がある。 

○ また，導入に当たっては，内政に関わる事務・権限の大半を地方公共団体が担うことを前提

とした制度設計を行うとともに，道州制が住民に身近なサービスを，できるだけ身近な地方公

共団体において自主的かつ総合的に提供することを基本として行われる地方分権の究極の姿

であることを念頭に置いて，国においても住民サービスの向上や質の高い行政サービスの実現

を前提とした建設的な議論を進め，国民的な議論を喚起していくことが重要な課題である。 

 これまでの取組状況及び前年度提案結果 
 

【取組状況】 

・全国知事会において，「道州制導入に関する基本的な考え方」をとりまとめ，道州制に当たっ

ての基本原則を提示（H19.1.18） 
・道州制に向けた気運醸成を図るため，本県において「道州制シンポジウム」（H18.2.13，

H19.2.6）や「地方分権懇話会」（年４回）を開催 

【前年度提案結果】 

 ―（制度提案） 
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 提案の内容 

 

○ 道州制は，地方公共団体を広域自治体と基礎自治体の二層制とすることを前提に，現行の都

 道府県に代わる，より自主性，自立性の高い広域自治体として設置するものであることを，

 道州制ビジョンにおいて明確に定義づけること 

 

○ 導入に当たっては，まず，国の役割を真に国が果たすべきものに限定し，内政（社会資本整

 備，医療・福祉，雇用・労働，教育など国内における行政サービス全般）に関わる事務・権限

 の大半を地方公共団体に移譲することを前提とした検討を進めること 

 

○ 国と地方の役割分担を踏まえ，自主性・自立性が高く，道州間の大きな財政力格差を生じさ

 せない新たな税財政制度を構築するとともに，利便性の向上や効率性といった観点から，国税

 及び地方税を通じた一元的な徴税体制を検討すること 

 

○ 道州制導入の意義や目的について，広く国民に情報提供するとともに，十分な理解を得られ

 るよう，導入に向けた積極的な気運醸成を図ること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

  
 

 

【参考】全国知事会「道州制に関する基本的考え方（Ｈ19.1.18）」《抜粋》 
 （道州制の基本原則）  

道州制の検討に当たっては，以下の基本的原則が前提とならなければならない。 

 １ 道州制は地方分権を推進するためのものでなければならない。 

 ２ 道州は，都道府県に代わる広域自治体とし，地方自治体は道州と市町村の二層制とする。 

 ３ 国と地方の役割分担を抜本的に見直し，内政に関する事務は，基本的に地方に一貫して担うこと

で，地方において主体的かつ総合的な政策展開が可能となるものでなければならない。 

４ 役割分担の明確化に当たっては，事務の管理執行を担っている「地方支分部局」の廃止は当然の

こと，企画立案を担っている「中央省庁」そのものの解体再編を含めた中央政府の見直しを伴うも

のでなければならない。 

５ 内政に関する事務について，道州に決定権を付与するため，国の法令の内容を基本的事項にとど

め，広範な条例制定権を確立しなければならない。 

６ 道州が地域の特性に応じ，自己決定と自己責任のもとで政策展開できるよう，国と地方の役割分

担に応じた，自主性・自立性の高い地方税財政制度を構築しなければならない。 

７ 道州の区域については，国と地方双方のあり方の検討を踏まえて議論されるべきものであり，枠

組の議論ばかり先行させるのではなく，地理的・歴史的・文化的条件や地方の意見を十分勘案して

決定しなければならない。 
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３ 国土形成計画の策定について 

（国土交通省）

 提案の要旨 

  国土形成計画法に基づく国土形成計画（全国計画と広域地方計画）の策定にあたっては，

 計画内容について地方の意見を十分に踏まえ，地域の実情を反映した地方の自主・自立に

 つながる実効性の高い計画とすること  

 現状及び課題 
 
【現 状】 

① 「全国計画」については，国土審議会の調査審議等を経て，平成１８年１１月に「中

間とりまとめ」が報告され，平成１９年中頃を目途に閣議で決定されることとされて

いる。 
② 「中間とりまとめ」を受け，平成１９年１月３１日付けで，国土形成計画法第８条第

１項の規定に基づき，国土交通大臣に対し，中国５県，広島市とそれぞれ共同提案を

行った。 
③ 「広域地方計画」については，平成１８年１１月に，国の地方支分部局や関係地方公

共団体等により構成される「中国圏プレ広域地方計画協議会」が設置され，計画策定

に向けた検討が進められている。 
 ④  「広域地方計画」の計画内容は，全国計画策定後，設置される「広域地方計画協議

会」での協議を経て，平成２０年中頃を目途に国土交通大臣が定めることとされてい

る。 
 
【課 題】 
① 「国土形成計画」は，真に地方の自主・自立につながる分権型社会に対応した計画と

して策定する必要がある。  
② 広域地方計画の策定にあたり，自立した中国ブロックの形成に向けて，県境を越えた

広域連携のあり方や，ブロックの発展を牽引する拠点都市圏の形成に向けた具体策を検

討する必要がある。 
③ 中山間地域や離島，半島その他の条件不利地域については，食料生産機能，都市住民

の憩いと安らぎの場としての機能などを有しており，一体として国土を形成しているこ

とを考慮して計画を策定する必要がある。 

 これまでの取組状況及び前年度提案結果 
【取組状況】   
 平成１８年５月   広島都市圏中枢拠点機能検討協議会設置 
 平成１８年１１月  プレ広域地方計画協議会設置（会長：広島県政策企画部長） 
 平成１９年１月   備後都市圏拠点機能強化検討協議会設置 
 平成１９年１月   全国計画の策定に係る計画提案の実施 

   
【前年度提案結果】 
  国土形成計画等の策定・推進（全国枠国費）839 百万円（対前年比 116.9％） 
  うち 全国計画の推進（全国枠国費）   167 百万円（対前年比 214.1％） 

    広域地方計画の策定（全国枠国費）  380 百万円（対前年比 380.0％） 
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 提案の内容 

  
   ○  全国計画及び広域地方計画については，地方の意見を十分に踏まえ，地域の実情 
     を反映した地方の自主・自立につながる実効性の高い計画とすること 

 
ア 地方の自主・自立性を高め，地方分権を一層推進する観点から，計画に定める 
  施策ごとに権限や財源などの国と地方の役割分担について，地方公共団体と十分 
  に協議すること。 

  
     イ とりわけ，「広域地方計画」は「ブロック単位の地方ごとに地域の将来像を定め

 る」ものとして位置づけられていることから，広域地方計画協議会で協議・決定 
 された原案で，計画を定めること。 

       
 ウ 自立した広域ブロックの形成に向けて，地方中枢・中核都市圏や地方中心・中小
都市圏の整備，高付加価値の産業集積の充実と新たな形成，県境を越えた広域的な
交通・物流ネットワークの基盤整備等を推進すること。 

 
エ 中山間地域等の条件不利地域については，過疎地域自立促進対策を始め，山村振
興対策，豪雪地域対策，離島振興対策，半島振興対策を引き続き推進すること。 
なお，過疎地域自立促進対策にあっては，特別措置法の期限が迫っていることや
近年の市町村合併等の社会状況の変化を踏まえ，今後のあり方について早急に検討
を進めること。 

  
オ 安芸灘諸島など，本土との連絡架橋の整備によって，離島地域の指定が解除され
ることとなる条件不利地域については，地域の実情を踏まえ，半島地域の指定要件
緩和等の措置を講ずるなど，引き続き振興対策を推進すること。 

 
   ○  全国計画については，平成１９年１月に実施した計画提案の内容を踏まえた計画と

すること。 

  （計画提案の内容） 

  （１）中国５県による共同提案 

    ・ 分権改革の進展，財政健全化の要請 

    ・ 広域国際交流圏の形成 

    ・ 自立した広域ブロックの形成 

    ・ 広域的な生活圏の形成 

    ・ 中山間地域の振興 

  （２）広島市との共同提案 

    ・ 各ブロックを代表する拠点都市圏の位置付けの明確化等  
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４ ＩＴを活用した高度情報通信ネットワーク社会の形成の推進について 

（総務省，国土交通省）

（中国総合通信局，中国地方整備局）

提案の要旨 

 ① ＩＴを活用した地域の活性化と地域間情報通信格差の是正の推進 

 ② 電子自治体の推進に向けた環境整備等 

現状及び課題 

 
【現 状】 
① 県内全ての市町から同一条件で接続可能な公共情報通信基盤｢広島メイプルネット｣を
平成12年度に整備している。 
② 「広島メイプルネット」を活用した行政，教育，保健・医療・福祉，産業活動など県民
生活の様々な分野でのネットワーク形成を促進している。 
③ 電子自治体の実現のため，広島県行政ＬＡＮ・ＷＡＮを平成 13 年度に整備し，順次，
電子申請システムや電子入札システム，電子申告システムなど各種システムの整備，拡充
を進めている。 
  また，市町においても，地域公共ネットワークの整備を進めるとともに，共同アウトソ
ーシングによる電子申請システム等の構築に向けて取り組みを進めている。 
④ 平成 14 年 7 月に「広島県情報セキュリティポリシー」を策定し，全庁的にセキュリ  
ティ対策を推進している。 

 
【課 題】 
① 地域における情報通信基盤の整備や情報通信基盤を活用した各種ネットワークの形成
が必要であるが，財政負担が大きい。 
② 市町も含めた電子自治体の実現に向けて，庁内ＬＡＮ，総合行政ネットワーク及び公的
個人認証サービスの運用や，電子申請システムや電子入札システム，電子申告システムな
どの整備，拡充にあたり，財政負担が大きい。 
③ 電子自治体の構築にあたっては，個人情報の保護を徹底し，十分な情報セキュリティ
対策を講じる必要がある。 

これまでの取組状況及び前年度提案結果 

【取組状況】 
  平成13年 ４月    「広島メイプルネット」運用開始 

10月    ＩＴ施策の戦略的・総合的推進に向け，「ＩＴひろしま行動計画2005」
を策定 

 平成14年 ３月   電子県庁の着実な実現に向け，「広島県行政情報化推進計画」を策定 
７月   県及び市町村の電子自治体化を推進するため，「広島県市町村電子自治

体推進協議会」を設立 
  平成16年 10月   電子入札等システム運用開始 
 平成16年11月   電子申請システム運用開始  
 平成18年 １月     電子申告システム運用開始      
 平成18年 ４月   ＩＴ施策の基本指針として，「ＩＴひろしま推進指針」を策定 
【前年度提案結果】 
 地域情報通信基盤整備推進交付金    （全国枠国費） 5,700百万円（対前年度比 108.4%） 
  地域イントラネット基盤施設整備事業（全国枠国費） 3,554百万円（対前年度比  97.0%） 
 移動通信用鉄塔施設整備事業     （全国枠国費） 1,635百万円（対前年度比 102.2%） 
  民放テレビ放送難視聴等解消施設整備事業（全国枠国費）   32百万円（対前年度比  33.3%） 
  電子自治体構築の促進          （全国枠国費）    80百万円（対前年度比  12.9%） 
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提案の内容  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

① 地域情報化の推進に対する支援について拡充すること 

中山間地域などにおける情報通信格差の是正を図るための，地域の情報通信基盤（ブロー

ドバンド環境，地域公共ネットワーク，ＣＡＴＶ，携帯電話等移動通信用鉄塔施設，民放テ

レビ放送難視聴等解消施設など）の整備に対する財政上の支援を拡充すること。 

 また，地上テレビジョン放送のデジタル化の推進に当たっては，県内全域で受信可能と 

なるように，放送環境の確保を図るなど国の責任において必要な対策を講じること。 

 

 

② 電子自治体の推進に対する財政上の支援について拡充すること 

ア 総合行政ネットワーク及び公的個人認証サービスの運用に対する地方公共団体の負担

の軽減を図るとともに，支援を拡充すること。 

  （利用者負担の軽減，交付税措置の拡充） 

 

イ 地方公共団体が行う電子申請システムや電子入札システム，電子申告システム，自動車

保有手続のワンストップサービスシステムなどの整備及び地方公共団体が共同で行うア

ウトソーシングに対する支援を拡充すること。 

  （支援制度の創設，交付税措置の拡充，起債措置） 

 

 

③ 電子自治体構築など情報化の推進に伴うセキュリティ対策について拡充すること 

 個人情報をはじめとする情報資産の保護を図るため，セキュリティに関する職員の教育  

・ 訓練及びシステム監査など，地方公共団体の行う情報セキュリティ対策に対する支援を 

拡充すること。 
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５ 中高一貫教育校の安定的運営の確保について 

（総務省，文部科学省）

 提案の要旨 
 

都道府県が設置する中高一貫教育校に対する普通交付税措置の拡大 
 

 現状及び課題 
 

【現 状】 

① 中高一貫教育校は，平成 11年１月の閣議決定「生活空間倍増戦略プラン」及び平成
11年９月に改訂された文部省の「教育改革プログラム」において，全国で 500校程度
を目標に整備が推進されている。 

② こうした中，都道府県において中高一貫教育校の設置が実行，計画あるいは検討され

ているが，現在，その設置数が少ないため，教職員給与以外の都道府県立の中等教育

学校の前期課程及び併設型中学校の運営経費については，普通交付税ではなく，特別

交付税で措置されている状況にある。 
 
 
【課 題】 
○ 都道府県の設置する中等教育学校の前期課程及び併設型中学校の運営を財政的に安

定したものにするため，市町村立学校と同様の普通交付税措置を図る必要がある。 

 

 

 

 

 これまでの取組状況及び前年度提案結果 
【取組状況】 

 平成 13 年 12 月  「平成 14 年度国の施策並びに予算に関する要望」を県教育委員会 

          単独で提出 

 平成 14 年 ７月  全国都道府県教育委員会連合会から要望するとともに，別途，新潟 

          県教育委員会等 11 県が連名で要望書を提出 

 平成 14 年 12 月  「平成 15 年度国の施策並びに予算に関する要望」を県教育委員会 

          単独で提出 

 平成 15 年 ７月  全国都道府県教育委員会連合会から要望 

 平成 15 年 12 月  「平成 16 年度国の施策並びに予算に関する要望」を県教育委員会 

          単独で提出 

 平成 16 年 ７月  全国都道府県教育委員会連合会から要望 

 平成 17 年 ７月  全国都道府県教育委員会連合会から要望 
 平成 18 年 ７月  全国都道府県教育委員会連合会から要望 
 
【前年度提案結果】 

 
 普通交付税措置されていない。 
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 提案の内容 

 
○ 平成 11年度から設置が可能となった中高一貫教育校について，都道府県が設置 
  する中等教育学校の前期課程及び併設型中学校の計画的・安定的運営を確保するた 
  め，市町村立中学校と同様の普通交付税措置を行うこと 

 
 
 
 

（事業概要） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

【現行の制度】 

地方公共団体の種類 経 費 の 種 類          測定単位 

道 府 県       中学校費 経常経費 教職員数 

【提案の制度】 

地方公共団体の種類 経 費 の 種 類          測定単位 

教職員数 

生 徒 数     

学 級 数     

道 府 県       中 学 校 費 

学 校 数     
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６ 地域に開かれた学校体育大会について 

（文部科学省）

 提案の要旨 
 

  地域のスポーツクラブが学校体育団体主催の大会へ参加できるよう，学校体育団体と協力

 して実現に努めること 
 

 現状及び課題 
【現 状】 

学校運動部は，少子化による部員数の減少により，競技種目によってはチームを編成でき

ないため廃部に至るというケースや，生徒のやりたい運動部が学校にはないといった状況も

ある。 
また，現在，全国各地で複数校合同の運動部活動に取り組んでいるところであり，日本中

学校体育連盟では，平成１５年度から全国大会への出場を認めている。 
さらに，完全学校週５日制の実施により，土・日曜日だけ地域のスポーツクラブでスポー

ツをする生徒も増加するものと思われる。 
 
【課 題】 
現在，学校体育団体主催の大会は，学校運動部での参加に限られ学校対抗の色彩が強い。

今後，生徒がスポーツをする場は，部活動のほか，地域のスポーツクラブをはじめ一層多

様化するものと思われ，より多くの生徒が同じ場で競えるよう，現在，学校体育団体が主催

している大会に地域のスポーツクラブも参加させる必要がある。 

 

 これまでの取組状況及び前年度提案結果 
【取組状況】 

 
 － 
 
【前年度提案結果】 

 
 －（制度提案） 
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 提案の内容 

 
○ 生徒のスポーツ活動を豊かにするためには，学校運動部活動と地域のスポーツ活動 

 が連携していく必要があり，現在，学校運動部でしか参加が認められていない学校体 

 育大会に地域のスポーツクラブ単位でも参加が可能になるようにすること 

 

 

 《学校体育団体主催の大会の参加条件》 

 

 

現   状 学校対抗戦のため，単独の学校 

+ 

検 討 中 ある一定条件を付与し，複数校合同チーム 
（中学校は平成１５年度から参加が認められた） 

+ 

改改  正正  案案  地域のスポーツクラブ 
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７ 広域自立生活圏の形成に向けた都市基盤の整備促進について 

（ 国 土 交 通 省 ）         

（中国地方整備局）

 提案の要旨 

活力ある都市づくりを支える基盤である都市圏交通網及び流域下水道の整備促進 

 現状及び課題 
【現 状】 
①都市交通網 

物流の効率化，広域連携の推進を図るための重要港湾，高規格道路 IC 等の主要交通
拠点へのアクセス道路や都市内の主要幹線となる放射・環状型道路の整備を進めると
ともに，鉄道により分断された市街地の一体化を図るための連続立体交差事業に取り
組んでいる。 

 
②流域下水道 

平成１７年度末における広島県の下水道普及率は６４.２％で，全国平均の６９.３％
より低位にあり，安全で快適な生活環境の確保や，健全な水環境の維持・向上のため，
一層の整備促進に努める必要がある。 

 
【課 題】 
①都市交通網 

活力ある都市づくりや本県経済の再生を図るためには，それを支える重要な都市基
盤であり物流効率化，広域連携推進に資する主要交通施設へのアクセス道路の早期整
備や，分断されている市街地の一体化と交通円滑化を図る道路と鉄道の連続立体交差
化を早期に実現する必要がある。 

 
②流域下水道 
本県の下水道処理人口普及率の向上を図るとともに，県内における普及率の地域格
差を是正するためには，各施設整備に係る補助制度の拡充が必要となっている。 
芦田川の中・下流域等では，ＢＯＤ(生物化学的酸素要求量)の環境基準が未達成と
なっているなど，汚水による水質の汚濁が改善されていない水域がある。 
 

 これまでの取組状況及び前年度提案結果 
【取組状況】 
①都市交通網 
(1)城町中之町線        昭和 48 年 ８月 都市計画決定 
                平成 13 年 ７月 事業認可 ～現在 用地買収及び工事促進中 
(2)長江線              昭和 08 年 ６月 都市計画決定 
                   平成 16 年 ２月 事業認可 ～現在 用地買収及び工事促進中 
(3)神辺水呑線(Ⅰ期)  平成 17 年 ７月 事業認可 ～現在 用地買収促進中 
(4)連続立体交差事業  平成 14 年 ３月 事業認可 ～現在 用地買収促進中 

②流域下水道 
太田川流域下水道(瀬野川処理区) 昭和 63 年度 処理施設供用開始，平成 13 年度 幹線完成 

   芦田川流域下水道(芦田川処理区) 昭和 59 年度 処理施設供用開始 
                   平成 ５年度 芦田川幹線完成，平成 ９年度 沼隈幹線着工 
   沼田川流域下水道(沼田川処理区) 平成 07年度 処理施設供用開始， 

平成 03 年度 沼田川幹線着工  
【前年度提案結果】 
①都市交通網 
道路整備計（全国枠国費） 2,872,708 百万円（対前年度比  97.5％） 
うち街路（全国枠国費）   336,839 百万円（対前年度比  96.3％） 

②流域下水道 
下水道事業（全国枠国費）  696,288 百万円 （対前年度比 94.7％） 
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 提案の内容 
 

①都市交通網 

(1)都市計画道路整備の着実な実施に向けた財源確保を行うこと 
路 線 名 事 業 区 間 事業延長 計画幅員 車線数 総事業費 

都市計画道路  

城町中之町線 
三原市中之町 992ｍ 18ｍ ２車線 約  45 億円

都市計画道路 

長江線 

尾道市栗原町 

～長江３丁目 
878ｍ 12ｍ ２車線 約  60 億円

都市計画道路 

神辺水呑線 (Ⅰ期) 

福山市東手城町 

～曙町 
1,200ｍ 25～69ｍ ４車線 約 120 億円 

 
 

 

(2)広島市東部地区連続立体交差事業の着実な実施に向けた財源確保を行うこと 
・事業主体 広島県，広島市 

 ・事業箇所 安芸郡海田町，安芸郡府中町，広島市安芸区・南区 

 ・事業内容 ＪＲ山陽本線・呉線の高架化 

                                      総事業費  約 960 億円 
区  分 概      要 

高架化区間 

ＪＲ山陽本線 約 4.6km（安芸郡海田町石原～安芸郡府中町鹿籠一丁目） 

（うち広島市域分 約 1.9km） 

ＪＲ呉  線 約 1.7km（広島市安芸区矢野東一丁目～海田市駅） 

線   数 ＪＲ山陽本線     4 線，ＪＲ呉線   1 線 

 

除 却 踏 切      ＪＲ山陽本線  16 箇所，ＪＲ呉線   4 箇所 

 
 

②流域下水道 
流域下水道事業を推進すること 

太田川，芦田川，沼田川流域下水道事業の着実な実施に向けた財源確保を行うこと。 
                                             （平成 18年度末時計画） 
 

 

 

 

流 域 

下水道 
処 理 区 分 事業期間 

規 模 

（処理計画人口）
総事業費 備 考 

太田川 広島市,府中町,海田町,熊野町,坂町 昭和 53 年～ 325,460 人 1,402 億円  

芦田川 福山市,府中市 昭和 49 年～ 478,120 人 1,362 億円  

沼田川 三原市,東広島市 平成 ２年～ 96,670 人 500 億円  
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８ 広域的な道路ネットワークの整備促進について 
 
（１）高速道路などの道路整備の促進等について 

（財務省，国土交通省）

 提案の要旨 

① 高速道路の整備については，有料道路方式と新直轄方式により，計画区間のすべてを

 着実にかつ早期に整備すること 
② 道路特定財源については，受益者負担という制度の趣旨や地方の道路整備状況等も十

分勘案し，道路整備のための財源が安定的に確保されるよう必要な措置を講ずること 
③ 高速道路ネットワークの有効活用のため，「使える」ハイウェイ政策を推進すること 
④ 本州四国連絡高速道路に係る（独）日本高速道路保有・債務返済機構に対する地方負

担については，適切な財源措置を講ずること 

 現状及び課題 
【現 状】 

本県の高速道路は，中国縦貫自動車道，中国横断自動車道広島浜田線，山陽自動車道，

西瀬戸自動車道が全線開通している。現在，中国横断自動車道尾道松江線（新直轄方式）

及び東広島・呉自動車道（直轄代行）が整備されており，より早期の全線供用が望まれて

いる。 

道路特定財源については，「道路特定財源の見直しに関する具体策」が閣議決定され，

「真に必要な道路整備」は計画的に進めること，道路歳出を上回る国の税収は一般財源と

すること，国民の要望の強い高速道路料金の引下げなどによる既存高速ネットワークの効

率的活用・機能強化のための新たな措置を講ずること，平成20年に所要の法改正を行うこ

となどが示されたところであり，今後の動向の注視が必要である。 
 また，既存の高速道路ネットワークは，料金負担への抵抗感やインターチェンジの間隔

が長いことなどから，十分に活用されているとは言い難い状況にあり，その結果，高速道

路に並行した一般道路の渋滞問題など様々な社会問題が顕在化してきている。   

 一方，「本四公団の債務処理等について」（平成 14 年 12 月 13 日国土交通省提示）によ

れば，本四公団の債務処理については国の責任において処理するとされたものの，本四公

団に対する地方出資を 10 年間（平成 34 年まで）延長することを求めており，道路関係四

公団の廃止・民営化に向けた「道路関係四公団民営化の基本的枠組みについて」（平成 15

年 12 月 22 日政府・与党申し合わせ）においても同様の内容となっている。 

 

【課 題】 
 道路整備については尾道松江線など地域内外を連携する高規格道路や市町村合併を支

援する道路の整備，都市部の渋滞対策，さらには，既存施設の適切な維持管理など，まだ

まだ多くの課題が残っており，道路特定財源の一般財源化を図るにあたり，道路整備以外

へ充当することに対する納税者の理解を得ることや，厳しい財政状況の中で多額の一般財

源を充当して道路整備を進めざるを得ない地方にとって，財源確保は重要な課題である。

 また，高速道路ネットワークについては，緊急性の高い未整備区間の整備に加え，既存

ネットワークの有効活用を図るため，多様で弾力的な料金施策やスマート IC の整備など，

「使える」ハイウェイ政策を推進する必要がある。 

 さらに，本四架橋事業は，国策として実施されたものであり，過度の地方負担を求める

ことは，地方への責任転嫁となることから，是正の必要がある。 
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 これまでの取組状況及び前年度提案結果 
 
【取組状況】 
平成 18 年 3 月 10 日 「行政改革推進法案」が閣議決定 
平成 18 年 7 月 3 日 「地方の道路整備の促進と財源の確保に関する意見書」（県議会） 
平成 18 年 10 月 1 日  加計スマート IC 本格導入 
平成 18 年 12 月 8 日 「道路特定財源の見直しに関する具体策」が閣議決定 
平成 18 年 12 月      知事要請「道路整備のための安定的な財源確保に関する要請書」 
平成 18 年 12 月     知事要請「「使える」ハイウェイ政策の推進についての要請書」 
［本四関係］ 
平成 15 年 2 月 5 日 
～平成 16 年 6 月 10 日 本四関係 10 団体の意見書を国土交通大臣に提出   

【前年度提案結果】 
道路整備計  （全国枠国費）    2,872,708 百万円（対前年比  97.5％） 
 うち高速国道（全国枠国費）      168,416 百万円（対前年比  98.9％）  

 提案の内容 
① 高速道路の整備については，有料道路方式と新直轄方式により，計画区間のすべてを

着実にかつ早期に整備すること 
  高速道路は国民共有の財産であることを認識し，有料道路方式では料金収入を最大限

活用するとともに，新直轄方式とあわせて，計画区間のすべてを着実にかつ早期に整備

すること。 
 
② 道路特定財源については，受益者負担という制度の趣旨や地方の道路整備状況等も十

分勘案し，道路整備のための財源が安定的に確保されるよう必要な措置を講ずること 
 道路特定財源については，昨年，「道路特定財源の見直しに関する具体策」が閣議決

定されたところであるが，今後の法改正をはじめとする具体策の実現に当たっては，道

路整備のための財源を自動車利用者が負担するという制度の趣旨を踏まえ，また，道路

整備の果たす役割，整備が遅れている地方の現状を十分勘案し，地方の道路整備の財源，

及び既存施設の適切な維持管理のための財源が安定的に確保されるよう必要な措置を

講ずること。 
 
③ 高速道路ネットワークの有効活用のため，「使える」ハイウェイ政策を推進すること 
 既存の高速道路ネットワークを真に利用しやすいインフラとして活用していくため，

多様で弾力的な料金施策やスマート IC 整備などの「使える」ハイウェイ政策を推進す

ること。 
 特に，高速道路の通行料金は，公団民営化時点の料金水準を基本的に継続されている

が，今後においても，維持修繕・料金徴収業務について徹底したコスト縮減及び経営の

合理化を進めることで，多様で弾力的な料金施策を推進し，より利用しやすい道路とす

ること。 
 
④ 本州四国連絡高速道路に係る（独）日本高速道路保有・債務返済機構に対する地方負

担については，適切な財源措置を講ずること 
 本四架橋の建設の経緯から，地域限定的な取扱いがなされているが，本来本州四国 
連絡高速道路は，昭和 44 年に策定された新全国総合開発計画において，3ルート建設が

閣議決定され，国の責任において，その整備・運営が進められてきた国家プロジェクト

である。 
 過度の地方負担を求めることは，地方への責任転嫁であり，国の責任において適切な

財源措置を講ずる必要がある。 
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（２）高速自動車国道（中国横断自動車道尾道松江線）の整備促進について 

（国土交通省）

（中国地方整備局）

提案の要旨 

高速自動車国道（中国横断自動車道尾道松江線）の整備促進 

現状及び課題 
 

【現 状】 

 中国横断自動車道尾道松江線は，中国地域の一体的発展を担うとともに，中国・四国地

域を結ぶ地域連携軸を形成し，この圏域の産業・経済・文化の飛躍的発展と沿線地域の生

活の向上に大きく寄与することを目的とし，その整備を進めている。 
 本路線は，従来，日本道路公団により整備されていたが，尾道～三次間及び三次～三刀

屋木次間については，平成 15 年度から，国と地方の負担による新直轄方式に切り替わり，

整備されている。 

 新直轄方式に伴う地方の負担については，これまで十分な財源措置がなされていなかっ

たが，要望の結果，平成 17 年度からほぼ全額交付税措置されることとなった。 

 
【課 題】 
 今後は，引き続き十分な財源措置の下，より早期の全線供用が実現されるよう，整備を

促進する必要がある。 

  
 これまでの取組状況及び前年度提案結果 
 
【取組状況】 
平成 9 年 12 月 尾道～甲山間，吉舎～口和間，吉田掛合～三刀屋間に施行命令 
平成 10 年 4 月 甲山～吉舎間に施行命令 
平成 10 年 12 月 口和～吉田掛合間に施行命令（全線施行命令区間となる） 
平成 13 年 3 月 宍道インターチェンジ～松江玉造インターチェンジ間供用開始 
平成 15 年 3 月 三刀屋木次インターチェンジ～宍道インターチェンジ間供用開始 
平成 16 年 1 月  第 1 回国土開発幹線自動車道建設会議の議を経て，新直轄方式に切替 

 平成 16 年 3 月 民営化関連法案の国会提出 
 平成 16 年 3 月 「高速道路の整備に関する意見書」（県議会） 
 平成 16 年 4 月 知事要請「新直轄方式に伴う地方負担に対する財源措置に関する要請書」  
 平成 16 年 6 月 民営化関連法案が可決・成立 
平成 16 年 6 月 「地方の道路整備の促進に関する意見書」（県議会） 
平成 16 年 11 月 政府主催全国都道府県知事会議における知事要請 

 平成 16 年 12 月 知事提案「高速自動車国道（中国横断自動車道尾道松江線）の整備について」
平成 18 年 2 月 第 2回国土開発幹線自動車道建設会議の議を経て，事業費見直し 
平成 18 年 4 月 旧日本道路公団の民営化に伴い，国土交通省の直接施工となる 
 
【前年度提案結果】 

 道路整備計  （全国枠国費）    2,872,708 百万円（対前年度比 97.5％） 

  うち高速国道（全国枠国費）     168,416 百万円（対前年度比 98.9％） 
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 提案の内容 
  
  ○ 中国横断自動車道尾道松江線の整備を促進すること 
 県は，周辺市町を含めてインターチェンジへの取付道路やまちづくりなどの関連事業

を既に実施しており，その整備時期が遅れることは，地域の振興上，多大な社会経済的

マイナス効果を及ぼすものであり，より早期の全線供用が実現されるよう，整備を促進

すること。 

  

 

（事業概要） 

 

 

 

 

 

 

（事業箇所） 

 

 

 事業主体 事業期間 区 間 総延長 車線数 

中国横断自動車道 
尾道松江線 

国土交通省 
西日本高速道路(株)

平成 6年度～
尾道市
～ 
松江市

約 137km 
（県内約86km） 

4 車線 
暫定 2車線
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 （３）広域的な交流・連携を支える交通ネットワークの整備促進について 

（国 土 交 通 省）

（中国地方整備局）

 提案の要旨 

  広域連携を強化する高規格幹線道路や地域高規格道路等の早期整備 

 現状及び課題 
【現 状】  

 広域的な交流・連携機会を増大させ，豊かな県民生活を実現するため，広島市・福山

市・広島空港へのアクセス強化，広島・備後・備北 3地方生活圏の有機的連携，都市中

心部の機能強化及び周辺地域との機能分担を図るため，道路整備を進めている。 

【課 題】 
 県内の広域連携の強化，都市圏の交通円滑化・交通混雑の緩和を図るため，高規格幹線

道路や地域高規格道路等の早期整備が必要となっている。 

 これまでの取組状況及び前年度提案結果 
【取組状況】 
 ○ 高規格幹線道路（東広島・呉自動車道） 

平成 3 年度   事業着手 

平成 5 年度   国土交通省直轄代行事業に移行 

平成 7 年度   工事着手（東広島 JCT（仮称）～馬木 IC（仮称）延長 11.7km） 

平成 12年度   工事着手（郷原 IC（仮称）～阿賀 IC（仮称）延長 8.7km） 

○ 地域高規格道路 

平成 6 年 12 月 路線指定（候補路線 2路線，計画路線 9路線） 

平成 10年 6 月 路線追加指定（候補路線 3路線，計画路線 3路線） 

平成 12年 12 月 広島中央フライトロードの一部約 6㎞が調査区間に指定 

江府三次道路の一部約 5㎞が整備区間に指定 

平成 15年 9 月 東広島高田道路の一部約 2km が整備区間に指定 

平成 16年 3 月 江府三次道路の一部約 9㎞（県内 3km）が調査区間に指定 

平成 17年 3 月 東広島高田道路の一部約 5km 及び江府三次道路の一部約 7km（県内 3km）が整備区間に指定 

○ 一般国道 2号 

福山道路    平成 13 年度   事業着手 

三原バイパス  平成 14年 4月 頼兼町ランプ～新倉町ランプ間（延長 1.8km）暫定供用 

安芸バイパス  平成 7 年度   事業着手 

東広島バイパス 平成 18年 3月 中野 IC～海田東 IC間（延長 2.7km）暫定供用 

  西広島バイパス 平成 14年度   廿日市高架橋（廿日市市下平良～廿日市市地御前）事業着手 

  岩国大竹道路  平成 13年度   事業着手 

 ○ 一般国道 185 号 

  安芸津バイパス 平成 11年度   事業着手 

 ○ 一般国道 487 号 

  警固屋音戸バイパス 平成 7年度 事業着手 

 ○ 安芸灘諸島連絡架橋 

  （仮称）豊島大橋（3号橋） 平成 11年度 事業着手 
 

【前年度提案結果】 
 道路整備計    （全国枠国費）    2,872,708 百万円（対前年比 97.5％） 

  うち一般国道直轄（全国枠国費）    1,110,072 百万円（対前年比 96.9％） 

一般国道補助（全国枠国費）     192,725 百万円（対前年比 93.0％） 

        地方道   （全国枠国費）     328,781 百万円（対前年比 91.6％） 
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 提案の内容 
 
① 高規格幹線道路（東広島・呉自動車道）の建設を促進すること 
② 地域高規格道路の整備を促進すること 

ア 広島中央ﾌﾗｲﾄﾛｰﾄﾞ（本郷大和線），福山環状道路（福山西環状線）， 

  江府三次道路（高道路），東広島高田道路（東広島道路）の整備の推進 

イ 江府三次道路（鍵掛峠道路），東広島高田道路（向原吉田道路）の早期整備 

③ 直轄国道バイパスの整備を促進すること 

ア 一般国道 2号安芸バイパス，東広島バイパス等の建設の促進 

イ 一般国道 185 号仁方・川尻バイパスの早期事業化 

 ④ 交流促進型広域道路の整備を推進すること 

 一般国道 487 号警固屋音戸バイパス等の建設の推進 

⑤ 安芸灘諸島連絡架橋の整備を推進すること 

 （仮称）豊島大橋（ 3 号橋 ）（豊島～上蒲刈島）の建設の推進 
 
 
 （事業箇所） 
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提案の内容 
 
 （事業概要） 
   

 ○ 高規格幹線道路 

 

 

 

 

 

 

 ○ 地域高規格道路 

 

 

 

地域高規格道路（都市圏自動車専用道路） 区   間 総延長

   東広島廿日市道路 東広島市～廿日市市 約 30km

   広島呉道路 広島市～呉市 約 20km

   広島高速道路 広島市～広島市 約 40km

   広島西道路 広島市～廿日市市 約 15km

   草津沼田道路 広島市～広島市 約 7km 

   南北線  （候補） 広島市～広島市 ― 

   広島北道路（候補） 広島市～広島市 ― 
 

地域高規格道路（一般） 区   間 総延長

   倉敷福山道路 倉敷市～福山市 約 55km

   岩国大竹道路 大竹市～岩国市 約 15km

   広島中央フライトロード 東広島市～世羅郡世羅町 約 30km

   江府三次道路 鳥取県江府町～三次市 約 90km

   東広島高田道路 東広島市～安芸高田市 約 40km

   福山本郷道路 尾道市～三原市 約 30km

   福山環状道路 福山市～福山市 約 20km

   益田廿日市道路（候補） 島根県益田市～廿日市市 ― 

   福山御調道路 （候補） 福山市～尾道市 ― 
 

高規格幹線道路 区   間 総延長

   東広島・呉自動車道 東広島市～呉市 32.8km
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提案の内容 
 
○ 直轄国道バイパス 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 交流促進型広域道路 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 安芸灘諸島連絡架橋 

 

交流促進型広域道路 区   間 総延長

   警固屋音戸バイパス 呉市警固屋～呉市音戸町渡子  3.9km 

   福 山 沼 隈 道 路 福山市草戸町～福山市熊野町  4.5km 

   矢 野 安 浦 線 安芸郡熊野町萩原～東広島市黒瀬町津江  2.8km 

   呉 平 谷 線 呉市上二河町～呉市焼山此原町  2.4km 
 
 

直轄国道 区   間 総延長

 国道 2号 

   福山道路 岡山県笠岡市茂平～福山市赤坂町 16.5km 

   松永道路 福山市神村町～尾道市高須町  7.1km 

   木原道路 尾道市福地町～三原市糸崎町  3.8km 

   三原バイパス 三原市糸崎町～同市新倉町  9.9km 

   西条バイパス 東広島市西条町～同市八本松町 11.3km 

   安芸バイパス 東広島市八本松町～広島市安芸区上瀬野町  7.7km 

   東広島バイパス 広島市安芸区上瀬野町～安芸郡海田町  9.6km 

   広島南道路 安芸郡海田町～廿日市市地御前 23.3km 

   西広島バイパス 広島市中区平野町～廿日市市地御前 19.4km 

   岩国大竹道路 大竹市小方一丁目～山口県岩国市山手町  9.8km 

 国道 54 号 

   可部バイパス 広島市安佐北区可部南一丁目～同区大林町 9.7km 

 国道 185 号 

   安芸津バイパス 東広島市安芸津町風早～竹原市吉名町八代谷 6.1km 

   仁方・川尻バイパス 呉市広町～呉市安浦町 ― 
  

架 橋 名 事業名 事業期間 橋長 幅員 

 3 号橋 

 （仮称）豊島大橋 
道路改築事業 平成 11年度～  約 900m 

（9.85）

6.0m 

 8 号橋 架 橋 構 想 
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 （４）指定都市高速道路（広島高速道路）の整備促進について    

（国土交通省，総務省）

（中国地方整備局）

 提案の要旨 

広島都市圏の交通円滑化及び広域連携強化を図り，中国・四国地域における中枢都市と

しての拠点性を高める広島高速道路の早期整備 

 現状及び課題 
 

【現 状】  

 広島都市圏が中国・四国地域の中枢都市圏として更に拠点性を高めていくことを目的と

し，定時性，高速性に優れた道路網の整備を進めている。 

 
【課 題】 
 広島都市圏の交通円滑化及び広域連携強化を図るため，本路線の早期整備が必要となっ

ている。 

 これまでの取組状況及び前年度提案結果 
 

【取組状況】 
 平成 4 年 8 月 「広島都市圏自動車専用道路網計画」の策定  

 平成 6 年 12 月  地域高規格道路の指定 

 平成 9 年 6 月 広島高速道路公社の設立 

 平成 12 年 3 月 広島高速 3号線Ⅰ期区間の供用開始 

         （広島市南区仁保沖町～広島市南区宇品海岸三丁目 2.6 ㎞） 

 平成 12年 9 月 整備計画の変更（広島高速 5号線を追加） 

 平成 13 年 10 月 広島高速 4号線の供用開始 

         （広島市西区中広町一丁目～広島市安佐南区沼田町大字大塚 4.9 ㎞） 

 平成 14 年度   広島高速 3号線Ⅱ期区間の新規事業化 

         （広島市南区宇品海岸三丁目～広島市中区光南四丁目 2.2km） 

 平成 18年 2 月 整備計画の変更（総事業費及び事業期間の変更） 

平成 18 年 10 月 広島高速 1号線の全線供用開始 

        （全線 広島市東区福田町～広島市東区温品二丁目 6.5 ㎞ 今回供用 2.3km） 

 

【前年度提案結果】 
 道路整備計（全国枠国費）      2,872,708 百万円（対前年度比 97.5％） 
  うち地方道路公社等（全国枠国費）  30,645 百万円（対前年度比 85.5％） 
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 提案の内容 
 
○ 指定都市高速道路（広島高速道路）の整備を促進すること 
整備計画路線（整備中 3路線） 
・広島高速 2号線（府中仁保道路） 

・広島高速 3号線（広島南道路）（宇品～観音間） 

・広島高速 5号線（東部線） 

 

（総事業費）  378,000 百万円（整備計画路線全体） 

（事業概要）  事業主体 広島高速道路公社（平成 9年 6月設立） 

       事業期間 平成 9年度～平成 25 年度（予定） 
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９ 地域拠点空港（広島空港）の機能強化等について 

（ 国 土 交 通 省 ）         

（中国地方整備局）

  提案の要旨 

国際化の進展並びに地域振興に大きく寄与するための，地域拠点空港である広島空港

の機能強化，国際航空ネットワークの充実 

 現状及び課題 
【現 状】 
 広島空港は，施設，機能面だけでなく，旅客数，貨物取扱量ともに中国・四国地域最大

の空港であり，名実ともに，中国・四国の地域拠点空港として発展している。 
 国際線については，昨年１０月にそれまでのソウル線，台北線に加えて上海線がデイリ

ー運航となるなど，アジア・太平洋地域へ全部で７路線が就航し，航空路線が充実してき

ている。また，国内線においては，成田線の就航により，欧米等へのアクセスも容易であ

るなど，広島県及び隣接地域の国際化の進展と地域振興に寄与していくものと期待されて

いる。 
 このため，空港機能を更に強化するとともに，国際航空ネットワークの一層の充実に取

り組んでいる。 
 
【課 題】 
① 定時性の確保 

 特に東京便は，平成 18 年の旅客数は全国で５番目であるが，梅雨時等の霧による視

程不良により季節的に就航率等が大きく低下しており，欠航や遅延による経済的な影響

は非常に大きいため，計器着陸装置の高度化事業の早期完成が課題となっている。 
② 国際定期路線の拡充等 

 国際航空ネットワークの拡充を図るためには，既設路線の増強，新規路線の開設に向

けた航空交渉などの条件整備の促進が必要となっている。 
 
 これまでの取組状況及び前年度提案結果 
【取組状況】 

 平成 ５年 10 月   広島空港開港 

 平成 12 年 10 月   ターミナル地域拡張工事に着工 

 平成 13 年 １月   滑走路 3,000ｍの供用開始 

 平成 15 年 ７月   計器着陸装置の高度化（CAT-Ⅲa）事業着手 

 平成 16 年 ３月      ターミナル地域拡張工事の完了 

 平成 16 年 10月   計器着陸装置の高度化（CAT-Ⅲa）工事着手 
 
【前年度提案結果】 
 航空サービス高度化推進事業（全国枠国費）  17,148 百万円（対前年度比 101.4％） 

・計器着陸装置の高度化（CAT-Ⅲa）事業：航空サービス高度化推進事業において措置済
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 提案の内容 
 

① 広島空港の計器着陸装置高度化(ＣＡＴ-Ⅲａ)事業の早期供用開始を図ること 

 

 遅延・遅着を含めた定時率は 90％台半ば（平成８年度～平成 18 年度）となっており，

視程不良による欠航・ダイバートで，年間約 2.7 万人の航空利用者が影響を受けている

ことから，ＣＡＴ-Ⅲａ事業の平成２０年度早期での供用開始を図ること。 

 

 

② 国際定期路線拡充のための航空交渉の促進を図ること 

 

 国際航空ネットワークの拡充を図るため，既設路線の運航便数の増加，特に中国・台

湾路線の輸送枠拡大や新規路線の開設に向け，航空交渉等において必要な条件整備を促

進すること。 
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  １０ 港湾整備の推進について 

（国土交通省）

（中国地方整備局）

 提案の要旨 

①  国際海上輸送網の中核国際港湾としての特定重要港湾広島港の整備推進 
②  国内外海上輸送網の拠点となる重要港湾福山港・尾道糸崎港・呉港の整備推進 
③  地域経済を支える物流拠点，沿岸部や島しょ部の生活拠点港・産業を支える港とな

る地方港湾の整備推進 

 現状及び課題 
 
 

【現 状】 

①  広島港は，中国四国地域の中核国際港湾として，政治・経済・文化の中枢を担う重

要な役割を果たすため，国際物流・交流拠点の施設整備を推進している。 

②  福山港は，県東部地域のコンテナ物流の拠点や産業活動を支える基盤としての機能

強化，尾道糸崎港は，西日本の輸入木材の取扱拠点としての機能強化や賑わいのある

ウォーターフロント空間の創出，呉港は，呉市が，臨海工業を支える貿易港として機

能するとともに，海上交通の要衝としての役割を担う港湾施設の整備を推進している。

③ 地方港湾は，交通拠点，流通拠点及び防災拠点等として，また，沿岸部や島しょ部の

産業・生活基盤として，極めて大きな役割を担っている。 

 

【課 題】 

①  広島港は，中四国地域の中核国際港湾として，国際物流・交流拠点の機能強化を行

うとともに，魅力ある港空間の創造や自然と共生できる港空間の形成が求められてい

る。 

  また，廃棄物海面処分場は，都市部で逼迫する一般廃棄物及び産業廃棄物等の処分地

確保のため，早急な整備が必要である。 

② 福山港は，増大する国際コンテナ需要に対応するため岸壁（-10ｍ）等の早期整備と

経年の埋没により機能低下を来たしている本航路地区航路（-16ｍ）の早期機能回復を

行う必要がある。 

尾道糸崎港は，物流の効率化を図る臨港道路や大型船の入港が可能な航路等の施設整

備が必要である。 

呉港は，物流の効率化を図る複合一貫輸送ターミナルや臨港道路等の施設整備が必要

である。 

③ 地方港湾は，通勤・通学・生活物資の運搬のため，フェリーターミナルの施設整備等

が必要である。 
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 これまでの取組状況及び前年度提案結果 
 

【取組状況】 
ア 広島港   出島地区    Ｈ15年3月      国際コンテナターミナル（－14ｍ岸壁）1 ﾊﾞｰｽ供用 

現   在      廃棄物埋立護岸等整備中 
宇品(内港)地区 Ｈ15年3月      宇品旅客ターミナル供用 
宇品(外貿)地区  Ｈ17年10月      ドルフィン（－10ｍ）供用 
五日市地区   Ｈ19 年 04 月 岸壁（－11～12ｍ）２バース供用 

現   在 人工干潟整備中 
 イ 福山港   箕沖地区       Ｈ17年3月      岸壁（－10ｍ）１バース供用 
         本航路地区   現   在 航路（－16ｍ）整備（浚渫）中 
 ウ 尾道糸崎港 機織地区    Ｈ１２年度      ドルフィン（－12ｍ）１バース完成 
                 現   在 航路・泊地（－12ｍ）Ｈ19 年度暫定(-10ｍ)供用予定
         貝野地区    Ｈ１４年度末      岸壁（－7.5ｍ）暫定供用 
 エ 呉港    阿賀ﾏﾘﾉﾎﾟﾘｽ地区 Ｈ 18 年末 岸壁（―7.5ｍ）２バース完成 
 オ 大竹港   東栄地区    Ｈ18 年 04 月 岸壁（－11ｍ）１バース供用 
 
【前年度提案結果】 
 港湾整備事業   （全国枠国費）   234,110 百万円（対前年度比 96.7％） 
  

 提案の内容 
 

① 特定重要港湾広島港の整備の着実な事業実施に向けた財源確保を行うこと 

 ア ポートルネッサンス２１事業地区 

    出島地区     廃棄物埋立護岸等の整備  

 イ 五日市地区     人工干潟の整備 

 ウ 元宇品地区     防波堤の整備 

 

② 重要港湾福山港・尾道糸崎港・呉港の整備の着実な事業実施に向けた財源確保を 

 行うこと 

 ア 重要港湾福山港 

   箕沖地区  多目的国際ﾀｰﾐﾅﾙ（福山港国際ｺﾝﾃﾅﾀｰﾐﾅﾙ）の第 2期整備 

   本航路地区 航路（-16ｍ）の整備（浚渫）（直轄） 

                                  

 イ 重要港湾尾道糸崎港 

   機織地区  山波松永線（臨港道路）の整備        

 ウ 重要港湾呉港 

   阿賀ﾏﾘﾉﾎﾟﾘｽ地区  阿賀マリノポリス線（臨港道路）の整備 

 

③ 地方港湾の整備の着実な事業実施に向けた財源確保を行うこと 

 

ア 大竹港（東 栄 地 区     ） 緑地等の整備 

イ 小用港 (ウシイシ地区     ） 小型船だまりの整備 

ウ 千年港（常石地区）  小型船だまりの整備 

エ 横田港（坊 地 地 区     ） 小型船だまりの整備 

オ 土生港（箱 崎 地 区     ） 小型船だまりの整備  等 
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１１ ＣＩＱ体制の充実・強化について 

（財務省，法務省，厚生労働省，農林水産省，総務省）

 提案の要旨 
 ① 広島・福山港の円滑な貿易を促進するためのＣＩＱ体制の充実・強化 
 ② 広島空港の国際航空ネットワークの拡充のためのＣＩＱ体制の充実・強化 

 現状及び課題 
【現 状】 

広 島 港    ： 国際定期コンテナ航路は，週 17～18 便就航している。また，増大するコン

テナ貨物に対応するため，平成 15 年 3 月 19 日には水深 14ｍの国際海上コン

テナターミナルを供用した。 

福 山 港    ： 国際定期コンテナ航路は，週９便就航している。また，増大するコンテナ

貨物に対応するため，平成 17 年 3 月 28 日には，箕沖地区に水深 10ｍを有す

る新たなコンテナターミナルが供用開始した。 

広島空港： 広島空港の国際線については，デイリー運航のソウル線，台北線，上海線

の３路線など全７路線が就航し，アジア・太平洋地域への航空路線が拡充して

いるが，中国・四国地域の国際化の進展や地域振興等に寄与する地域拠点空港

としての役割を果たすため，国際航空ネットワークの一層の拡充に取り組んで

いる。 

 

【課 題】 

国際定期航路・定期航空路線の拡充に向けたＣＩＱ体制の強化は，広島県及び中国・四

国地域の国際化の発展と地域振興に寄与していくものと期待されるとともに円滑な貿易

を促進するために，一層の強化が必要である。 

・広島港，福山港の増大するコンテナ貨物の即日通関や生鮮野菜などの即日検査・通関

・国際航空ネットワークの拡充を図るため，既設路線の増強，新規路線の開設に向けた

 ＣＩＱ体制の充実・強化 

 これまでの取組状況及び前年度提案結果 
【取組状況】 
平成 16 年 5 月，7月  関係省庁に要望（港湾・空港） 
平成 17 年 6 月    関係省庁に要望（港湾・空港）           
平成 18 年 6 月    関係省庁に要望（港湾・空港） 

 （ＣＩＱ体制の強化状況） 
 ・広島港  税  関：平成 14 年７月 国際定期ﾌｪﾘｰ就航に合わせ 4名増員 

        平成 15 年７月 時間外通関体制が平日 17:00～19:00,土曜日 8:30～12:00 の充実
        平成 16 年８月 国際定期ﾌｪﾘｰの増便に伴い週末の時間外通関体制が 8:30～12:30, 

土曜日又は日曜日の隔週で対応 
    動物検疫：平成 14 年 10月 国際定期ﾌｪﾘｰ就航に合わせ１名増員 

 ・広島空港 税  関：平成 18 年７月 航空路線の拡充に合わせ 1名増員 
        入  管：平成 17 年４月 航空路線の拡充に合わせ１名増員 
        検  疫：平成 17 年７月 航空路線の拡充にあわせ１名増員 
        動物検疫：平成 17 年 10月 航空路線の拡充にあわせ 1名増員 
       植物防疫：平成 18 年 4月 航空路線の拡充にあわせ 1名増員 
 （参考） 

①港湾の整備状況等 
・広島港（出 島 地 区     ）岸壁（－14ｍ）        平成 15 年 03 月 19 日供用 
    （出島東地区）広島国際フェリーポート 平成 14 年 10 月 21 日供用 
・福山港（箕 沖 地 区     ）岸壁（－10ｍ）        平成 17 年 03 月 28 日供用 
②広島空港の整備状況 
平成 ５年 10 月  広島空港開港 
平成 12 年 10 月  ターミナル地域拡張工事に着工 
平成 13 年 １月  滑走路 3,000ｍの供用開始 
平成 15 年 ７月  計器着陸装置の高度化（ＣＡＴ-Ⅲａ）事業着手 
平成 16 年 ３月  ターミナル地域拡張工事の完了 
平成 16 年 10 月  計器着陸装置の高度化（ＣＡＴ-Ⅲａ）工事着手 

【前年度提案結果】  
  広島空港 植物防疫 １名増員（平成１８年４月） 
       税  関 １名増員（平成１８年７月） 
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 提案の内容 
 
① 広島港・福山港のＣＩＱ体制の充実・強化を図ること 

 
 円滑な貿易を促進するため，コンテナ貨物の即日通関ができるＣＩＱ体制の充実・

強化を図ること。 
 

 
 
② 広島空港のＣＩＱ体制の充実・強化を図ること 
 

 国際線の路線数・便数が拡充されたことに伴い，円滑な旅客・貨物の出入国処理が図

られるよう，ＣＩＱ体制の一層の充実・強化を図ること。 
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  １２ 地方発の国際的な平和貢献活動への支援について 

 （外務省）

提案の要旨 

 地方発の国際的な平和貢献活動への支援 

現状及び課題 

【現 状】 

① 平成１５年３月に「ひろしま平和貢献構想」を策定し，「創り出す平和」の理念に

基づき，平和研究機能や人材育成機能などのネットワークを構築するとともに，情

報やノウハウなど地域の有する資源を集約し，広島からのメッセージの発信と，国

際平和協力への具体的貢献を図っている。 

② 平成１５年７月に開設されたユニタール（国連訓練調査研究所：UNITAR）アジ
ア太平洋広島事務所では，広島において 15 本の研修プログラム等を実施している。 

【課 題】 

① 地域が平和貢献活動を推進するためには，地元関係機関のみならず国の協力が必

要である。 
② ユニタール広島事務所の設置は，中国・四国地方で初めての国連機関設置であり，

円滑な事務所活動のためには，地元関係機関のみならず国の協力が必要である。 

 これまでの取組状況及び前年度提案結果 

【取組状況】 

○ 平和貢献構想推進事業 

  平成 14 年 ３月  広島県と総合研究開発機構との共同研究「記憶から復興へ」 

 平成 15 年 ３月  ひろしま平和貢献構想策定 

 平成 15 年 ９月  カンボジアを対象とした復興支援のための第１回現地調査の実施

 平成 15 年～17 年 「ひろしま国際平和フォーラム」シンポジウムの開催 

 平成 16 年 ３月  カンボジアを対象とした復興支援のための第２回現地調査の実施

 平成 16 年 ９月  カンボジアを対象とした詳細調査及び支援活動の試行の実施 

 平成 17 年 11 月～現在 カンボジアを対象とした復興支援プロジェクトの実施 

 

○ ユニタール広島事務所 

 平成 15 年 ５月  ユニタール支援と平和貢献活動を推進するための地元連携組織 

          「ひろしま平和貢献ネットワーク協議会」設立 

 平成 15 年 ７月  ユニタールアジア太平洋広島事務所開設 

 平成 15 年 11 月  広島事務所開設記念国際会議「紛争からの復興」の開催 
 平成 16 年 ３月～現在 研修ワークショップの実施 
（最近の実施状況） 

 平成 18 年 ３月  「世界遺産の管理と保全に関する研修ワークショップ」 

 平成 18 年 ５月  「開発資金のための外国直接投資に関する研修ワークショップ」 

  平成 18 年 10 月  「海洋と人間の安全保障に関する研修ワークショップ」 

 

【前年度提案結果】 

 外務省ＯＤＡ一般会計予算（全国枠国費） 454,359 百万円（対前年度比 96.0％） 
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提案の内容 

 

 ○ 地域が行う平和貢献活動に対して支援をすること 

紛争終結国や地域において，広島県等地域が行う復興支援活動などの平和貢献活動

に対して，ＯＤＡ資金の充当に配慮するとともに，国において，国際平和協力の推

進体制の整備・充実を図るに当たっては，広島県との連携や協働について配慮する

こと。 
 

○ ユニタール広島事務所の活動に対して支援をすること 

事務所の事業は，主として開発途上国の経済開発を目的とした研修プログラムの

実施となるため，ＯＤＡ資金の充当に配慮すること。 

 
≪ 参 考 ≫ 
【ユニタール広島事務所の概要】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

名  称 UNITAR Hiroshima Office for Asia and the Pacific 
国連訓練調査研究所（ユニタール）アジア太平洋広島事務所 

開設時期 平成１５年７月１５日 

設置場所 広島商工会議所ビル５階 

職 員 数 国際スタッフ２人，ローカルスタッフ５人程度 

事業計画 
アジア太平洋地域を対象に，年間６本程度の研修プログラムを

実施 



35 

 

  １３ 外国公館の誘致について 

（外務省）

 提案の要旨 

大都市に依存しない自立的な広域国際交流圏の形成に向けた，国際交流拠点の一つ

として，中華人民共和国やブラジル連邦共和国の総領事館など，外国公館の集積への

支援 

 現状及び課題 

【現 状】 

① 本県は，アジアを中心とした国際交流を背景として，外国人登録者の約８割，留学生の約９割

をアジア諸国が占めるなど，アジアとの交流はこれまでになく深まっている。 
  中国・四国地域においては，中華人民共和国の査証や旅券の発給等を含めた領事任務は大阪総

領事館の所管（山口県は福岡総領事館の所管）となっていることから，総領事館の設置による利

便性の向上が望まれている。 
② また，本県は，県民の移民を通じてブラジル連邦共和国と深いつながりがあり，留学生や技術

研修生の受入れなど同国との交流促進を進めている。 

中国・四国・九州地域においては，ブラジル連邦共和国の査証や旅券の発給等を含めた領事任

務は名古屋総領事館の所管となっていることから，総領事館の設置による利便性の向上が望まれ

ている。 

 
【課 題】 
総領事館の国内への設置には国の同意が，その所在地，領事管轄区域等の決定には国の承認が必要。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これまでの取組状況及び前年度提案結果 

 
【取組状況】 

○中華人民共和国 

平成 10 年度～16 年度 機会を捉えて大使館など関係機関に要望 

平成 17 年 ４月 中華人民共和国外交部，中国共産党中央対外連絡部へ要望 

平成 18 年 ８月 中華人民共和国国務委員，外交部，駐日中華人民共和国大使へ要望書提出 

○ブラジル連邦共和国 

平成 16 年   11 月  駐日ブラジル連邦共和国大使へ要望 

平成 17 年 2～3 月  領事館誘致のための署名活動実施 

平成 17 年    4 月  9 万人余の署名を持参して，駐日ブラジル連邦共和国大使へ要望 

 

【前年度提案結果】 

   － 

（ブラジル連邦共和国と日本の総領事館設置状況） 
区     分 総 領 事 館 所 在 地 

ブラジル連邦共和国 東京，名古屋 

日     本 クリチバ，サンパウロ，ベレン，ポルトアレグレ， 
マナウス，リオデジャネイロ，レシフェ 

 

（中華人民共和国と日本の総領事館設置状況） 
区     分 総 領 事 館 所 在 地 
中華人民共和国 札幌，大阪，福岡，長崎，名古屋（領事館） 
日     本 瀋陽，上海，広州，香港，重慶，（大連） 

                             ※大連は出張駐在事務所 
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 提案の内容 
 
① 広島市への中華人民共和国総領事館の誘致を支援すること 

  広島県と中華人民共和国は，県と四川省，広島市と重慶市等の友好提携をはじめとして，文化，

教育，経済などを通じた交流の実績があるとともに，北京，上海など 3 都市と空路で結ばれるなど，

今後更なる交流の拡大が期待される。 

  中国・四国地域の自立的な国際交流機能を高めるため，広島市への中華人民共和国総領事館の誘

致を中華人民共和国政府へ働きかけること。 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 広島市へのブラジル連邦共和国総領事館の誘致を支援すること 

   広島県とブラジル連邦共和国は，移民を通じた深いつながりがあり，留学生や技術研修生の受
  入れ，青少年国際交流事業の実施，新しい県人会館の建設支援など同国との交流促進を進めている。

  また，本県には 4,700 人以上の，さらに中四国，九州を合わせると 9,000 人以上のブラジル国籍

 の方々が生活している。 

   中国・四国地域の自立的な国際交流機能を高めるため，広島市へのブラジル連邦共和国総領事館

  の誘致をブラジル連邦共和国政府へ働きかけること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（広島県と中華人民共和国との交流概要） 
区   分 内    容 

中国籍外国人登録者数 10,184 人 （平成 17 年 12 月現在） 

中国からの留学生数 1,452 人 (平成 18 年 5 月現在） 

中国への渡航者数 42,628 人 （平成 12 年） 

中国への進出企業数 120 社・187 事業所（平成 18 年 6 月現在） 

中国との定期航空路線 大連，北京，上海 

中国との友好提携 

広島県・四川省，広島市・重慶市，三次市・雅安市雨城区，

庄原市・綿陽市，東広島市・徳陽市，大竹市・都江堰市，

府中市・平湖市 

（広島県とブラジル連邦共和国との交流概要） 
区   分 内    容 

ブラジル籍外国人登録者数 4,703 人 （平成 17 年 12 月現在） 
ブラジルからの県費留学生・県受入技術研修員・
青少年交流プログラム招へい 

160 人（平成 17 年度までの累計) 
 

放射線被曝者医療医師等受入研修招へい 25 人（平成 17 年度までの累計) 
ブラジルとの友好提携 東広島市・マリリア市 

 
（ブラジル総領事館所管区域） 

総領事館 所管区域 

東京 北海道，東北，関東，山梨県，新潟県，長野県 

名古屋 中部，近畿，中国，四国，九州 

 

（中国総領事館所管区域） 

総領事館 所管区域 

札幌 北海道，青森県，岩手県，秋田県 

名古屋 愛知県 

大阪 滋賀県，京都府，大阪府，兵庫県，奈良県，和歌山県，広島県，岡山県，鳥取県，島根県， 

香川県，愛媛県，徳島県，高知県 

福岡 福岡県，佐賀県，熊本県，大分県，宮崎県，鹿児島県，沖縄県，山口県 

長崎 長崎県 

※その他の地域は大使館（東京）直轄 
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１４ 森林の多面的機能の維持・発揮及び森林整備対策の充実について 

                                                             （農林水産省）

 提案の要旨 

① 公的関与による森林の適正な管理 

 ア 地球温暖化防止等の推進のための森林整備の拡充 

 イ 森林整備法人等に対する支援強化 

 ウ 森林整備・管理のための新たな財源確保策の導入 

② 緑資源幹線林道事業の推進 

 現状及び課題 
【現 状】 

① 本県においては，森林の重視すべき機能の区分に応じて効率的・効果的な森林整備の

推進に努めてきたが，林業を巡る厳しい状況の下，松くい虫被害跡地や間伐等の未実施

林など管理不十分な森林が依然として存在している。このため本県では平成１９年度か

ら「ひろしまの森づくり県民税」を導入し，これを財源として管理不十分な森林の整備

等を推進する新たな対策に取り組むこととしている。また，森林整備法人や市町等が整

備・管理する森林についても，大半が育成途上にあり，厳しい財政事情の下，適切な森

林整備が推進し難い状況にある。 
② 本県の中国山地において，緑資源幹線林道・中国山地(山陽)ルートは，豊かな森林資

源に恵まれたこれら地域の森林整備の促進や林業の活性化等に重要な役割を担う基盤

施設であり，その早期完成が地元を始めとして周囲からも強く望まれている。 

 

【課 題】 
① 多様な森林づくりを着実に推進するためには，公的関与を一層強め，より積極的な森

林整備を実施するとともに，森林整備法人が公的機関としての役割を引き続き担ってい

くため，累増する借入金の重圧を緩和し，経営基盤を強化することが必要である。     
 また，自治体の取組には限界があることから，財源支援措置の強化が必要である。 

② 緑資源幹線林道は，地域の骨格となる基幹林道であり，全線の早期完成が求められて

いるが，本県の緑資源幹線林道整備の進捗率は現在７０%(中国山地全線進捗率７７%)に

止まっており，既着工区間の早期完成と未着工区間の早期着手が望まれる。 

 これまでの取組状況及び前年度提案結果 
【取組状況】 

 平成 14 年６月 地球温暖化防止に貢献する森林県連合から共同アピール 

 平成 14 年７月 地球温暖化防止に貢献する森林県連合から緊急政策提案 

 平成 17 年４月 平成 17 年度都道府県主務部長政策提案会（森林吸収源対策の着実な推進について）

 緑資源幹線林道の整備状況 全体計画延長 144 km 実施済延長 100.2 km 進捗率 69.7 % 

 
【前年度提案結果】 
 ・森林整備事業（民有林）（全国枠国費） 61,971 百万円（対前年度比 90.0％） 
 ・緑資源幹線林道事業（全国枠国費）   11,171 百万円（対前年度比 95.5％） 
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 提案の内容 

 

① 公的関与による森林の適正な管理を行うこと 

 

  ア 地球温暖化防止等の推進のための森林整備の更なる拡充を図ること 

    地球温暖化防止等の公益的機能を持続的に発揮するため，山火事跡地等の植林や育

成途上にある森林の間伐・保育，長伐期施業・複層林施業等による多様な森林づくり

に対し，公的関与の一層の強化を前提に，治山事業及び森林整備事業に係る財源を確

保し，森林整備の更なる拡充を図ること。 

 

 イ 森林整備法人等に対する経営改善のための対策強化を図ること 

   森林整備法人等は累増する長期債務を抱え，困難な経営状況にあることから，抜本

的な経営改善に必要な対策強化を図ること。 

 

ウ 森林整備・管理のための新たな財源確保策の導入 

 森林の果たす公益的機能や森林管理に果たす地域の役割の重要性等を踏まえ，森林

の整備・管理のために必要な新たな財源確保策の導入により，社会全体で森林整備を

支えるシステムの構築を図るため，関係省庁との連携の下，森林整備のための安定的

な財源確保について積極的な取組みを図ること。 

 

② 緑資源幹線林道 「比和・新庄線」「大朝・鹿野線」「高尾・小坂線」の整備を推進す

ること 
 

  本県の中山間地域における森林整備の推進により森林の各種機能の維持発揮を図る

とともに，林業など地域産業の振興を図る必要がある。 

 



39 

 
１５ 担い手が中心となった農林水産業の推進について             

  （農林水産省）

                                   （中国四国農政局）

 提案の要旨 
① 国による関与・義務付けの廃止・縮小 

② 担い手の経営を支える農業基盤整備事業の推進 

③ 森林の施業や経営の集約化・効率化の推進 

④ 持続的かつ安定的な水産業の確立に向けた施策の推進 

 現状及び課題 
【現 状】 
① 国は地方分権の推進や農政改革の方向に添った補助金改革の一環として，事務手続きの大幅な軽減及び地域の

取組みの自由度の拡大を目的として，補助金から交付金への切り替えを進めている。また，農地・水・環境保全

向上対策など地域レベルで任意団体（協議会等）を設立のうえ，交付金を県を経由せずに団体へ直接交付すると

いう施策が増えている。 
② 本県は，県土の４分の３を超える区域が中山間地域で，小規模で分散した土地条件の中，気象と立地条件を生

かした多種多様な特色ある農林水産業を支援してきたが，稲作を中心とした小規模零細で脆弱な生産構造からの

脱却が進まず，農林水産業従事者の減少や高齢化，国際的な自由貿易の進展と産地競争の激化などにより，農林

水産物生産の長期的な減退に歯止めがかからず，農林水産物の安定的供給体制が確立されていない状況にある。

③ また，中国山地を中心とした主要林業地域においても，木材価格の低迷による林業採算性の悪化などにより，

森林所有者の経営意欲が低下し，木材生産ロットの確保など，経営の効率化が進まず，木材の安定供給等への影

響が懸念されている。 

④ 本県海域においては，埋立てや水質等の悪化により，漁業生産の基盤となる藻場・干潟が影響を受けており，

藻場の造成や漁場環境の創生を進めているが，依然として水産資源が減少，輸入水産物との競合による魚価の低

下，漁業経営体数の減少や就業者の高齢化等により，水産物の安定供給が困難となることが懸念されている。 

 

【課 題】 
① 交付金化により，事業間流用は可能となったものの地方の裁量は少なく，従来の補助金に比べ申請等の事務は

むしろ複雑化している。また，担い手の育成をはじめとする農業の生産対策は地域において主体的・総合的に実

施することが効果的であるにもかかわらず，国が直接関与する仕組みが続けられている。 
② 過疎化・高齢化の進行や担い手が減少する状況において，これまでの稲作中心の小規模零細の個別経営から，

効率的で安定的な「集落農場型農業生産法人」等の経営体による，野菜や果樹等収益性の高い作物や畜産の導入

などの生産構造へ転換するため，集落法人設立の加速化，農業外企業の参入，新規就農者の確保・育成など，担

い手が中心となる農林水産業の構造改革が課題となっている。 

③ 効率的で安定的な林業経営の確立には，林業生産の低コスト化と木材生産ロットの確保が重要であるが，小規

模・分散型の所有形態が障害となっており，森林組合や中・大規模林家等の意欲の高い林家が，森林を一定のま

とまりに団地化し，施業の集約化・効率化を進めることが課題となっている。 

④ 埋立や水質等の悪化により，減少した藻場・干潟の回復は十分でなく，水産資源の保護培養機能は低い状況に

あり，水産資源の持続的利用のため，漁場環境の保全創生や水産資源の維持・増大が必要である。 
 これまでの取組状況及び前年度提案結果 
【取組状況】 
  － 

【前年度提案結果】 
 ・経営体育成基盤整備事業  （全国枠国費）74,600百万円（対前年度比  93.2％） 

 ・畑地帯総合整備事業     （全国枠国費）35,033百万円（対前年度比  93.2％） 
 ・中山間地域総合整備事業  （全国枠国費）30,467百万円（対前年度比  80.1％） 

 ・森林整備地域活動支援交付金（全国枠国費） 7,453百万円（対前年度比  100.7％）  
 ・漁場環境保全創造事業   （全国枠国費）13,253百万円（対前年度比  392.1％） 
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 提案の内容 

 

 

 ① 国による関与・義務付けを廃止・縮小すること 
 補助金改革に当っては地方が真に主体的に事業を実施できるように，地方の裁量範囲の拡大及

び事務の簡素化を図るとともに，国が直接実施したり団体等に直接交付するなど地方分権の趣旨

に沿わない事業を創設しないこと。 

 

 

 ② 担い手の経営を支える農業基盤整備事業を推進すること 

 集落農場型農業生産法人の設立の加速化や経営の高度化，担い手の育成など，生産構造の転

換への契機となる支援措置を強化すること。 
 

  〇 経営体育成基盤整備事業       継続９地区     

  〇 畑地帯総合整備事業         継続４地区 

  〇 中山間地域総合整備事業       継続６地区 

   

 

 ③ 森林の施業や経営の集約化・効率化を推進すること 

 森林の団地化や施業の集約化・効率化による林業生産の低コスト化や木材生産ロットの確保を

   実現するため，高密度路網の整備や高性能林業機械の導入などの効率的で安定的な林業経営の

   確立・仕組みづくりに必要な支援措置を強化すること。 

  

 

 ④ 漁場環境や水産資源等の再生のための施策を推進すること 

  藻場・干潟造成などの漁場環境保全技術の研究開発や漁場環境保全対策など，漁場環境の改

 善施策を推進するとともに，瀬戸内海の再生のために関係省庁と連携した総合的な計画を早期

 に具体化するための広域的な取組みについての支援を強化すること。 
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１６ 子どもを生み育てやすい環境づくりの推進について 

（厚生労働省，財務省，内閣府）

 提案の要旨 
 次世代育成支援対策推進法に基づく，総合的・計画的な少子化対策の推進 
① 子どもと子育てにやさしい環境の整備 
②  子育て家庭の経済的負担の軽減 
③ 仕事と家庭の両立に向けた職場環境の整備 

 現状及び課題 
【現 状】 
① 子育ての当事者と次代の親となる若者が，安心と自信を持って子どもを生み育てることがで
きる広島県づくりに向け，平成17年3月に策定した次世代育成支援行動計画「未来に輝くこ
ども夢プラン」の着実な推進を図っている。また，平成18年度からは県内部の推進体制を強
化するとともに，経済団体や企業等と一体となって子育て家庭を応援する仕組みづくりや，
ＮＰＯ等との協働の推進に取り組んでいる。 

 ② 子育てに対する経済的負担は，少子化の一つの要因と考えられている。このため，国は児童
手当の支給年齢の引き上げ，所得制限の緩和や支給額の引き上げによる制度の拡充を行って
いる。 

  しかし，平成18年4月の改正においては，制度の拡充と同時に，地方公共団体の負担割合
が大幅に引き上げられたために，負担が急激に増大することとなった。 

  なお，県では，乳幼児医療費公費負担事業の対象年齢を就学前児まで拡大し（平成16年10
月），児童手当と連動した所得制限の緩和を行っている。 

〔児童手当の制度改正〕 

○ 支給年齢の引き上げ 平成12年6月（３歳未満 ⇒ 義務教育就学前） 

            平成16年4月（義務教育就学前 ⇒ 小学校第３学年修了前） 

            平成18年4月（小学校第３学年修了前 ⇒ 小学校修了前） 

   ○ 所得制限の緩和   平成13年6月，平成18年4月 

   ○  支給額の引き上げ  平成19年4月（3歳未満の第1子・第2子 5,000円 ⇒ 10,000円） 
 ③ 仕事と子育ての両立の負担感が，少子化の要因の一つと考えられている。このため，企業に
おいては，仕事と家庭の両立を図るために必要な雇用環境の整備等についての「一般事業主
行動計画」を策定し，次世代育成支援対策の取り組みが進められている。 

 
【課 題】 
① 子育てサービスの大きな柱である保育サービスについては，実施主体である市町の財政状況が厳
しく，また，国の各種補助制度の要件が地域特性を十分に反映していないことなどから，多様化す
る保育ニーズに応じたサービスが十分に整備されていない。 
  子育てには，行政のみならず，企業やＮＰＯ，地域社会など，すべての主体による支援が重
要であり，このことに関する一層の啓発や，経済団体等の取り組み促進のための働きかけも必
要である。 
② 児童手当の拡充は，地方公共団体の財政負担を急激に増大させている。 
③ 次世代育成支援対策の実効性を高め，仕事と家庭の両立に向けた職場環境の整備を加速させ
るためには，次世代育成支援対策に取り組む企業の社会的認識を高めるとともに，積極的に取
り組む企業に対する効果的な支援策が必要である。 

 これまでの取組状況及び前年度提案結果 
【取組状況】 
 平成18年７月 全国知事会提案・要望    平成18年 ７月 中国地方知事会提案 
【前年度提案結果】 
 平成19年2月に，すべての子どもとすべての家庭を世代を超えた国民皆で支援する社会づくりを目指して，
政府に「子どもと家庭を応援する日本」重点戦略会議が設置され，働き方の改革や既存の施策の点検・評価，
子育て支援の財源論などについて検討されることとなった。 
 平成18年4月1日及び平成19年4月1日から次のとおり児童手当の制度改正が行われたが，地方公共団体
の負担割合の引き上げ等により地方の負担は拡大している。 

  平成18年〔支給対象児童の年齢拡大（小学校第３学年修了前⇒小学校修了前），受給者の所得制限額の引き上げ〕 
  平成19年〔支給額の引き上げ（３歳未満の第１子・第２子 5,000円 ⇒ 10,000円）〕 
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 提案の内容 
 
 
① 子どもと子育てにやさしい環境を整備すること 

ア 地域の実情に応じた多様な子育てサービスの充実を図るため，保育所運営や特別保育事業

等の十分な財源を確保し，一般財源化と併せて，設置基準等の見直しや規制緩和を促進する

こと。 

イ  子育て中の保護者が気軽にリフレッシュしたり，スキルアップを図ることができる子育て

にやさしい環境づくりに向け，地域貢献として企業等が主体的に取り組むことについて，経

済団体等へ働きかけを行うこと。 

 

② 子育て家庭の経済的負担を軽減すること 

 子育て家庭を経済的に支援するため，税制や年金制度の見直しを含めて社会保障制度の全般

にわたる抜本的な対策を構築すること。 

 なお，税制については，フランスのN分N乗方式など海外の例も参考に，子どもの多い家庭

に対する所得税の減税措置など，抜本的見直しを進めること。 

 また，子育てに対する大きな負担となっている教育費について，実効性ある負担軽減策を検

討すること。 

 当面の対策として，次の対策を講じること。 

ア 児童手当に係る制度拡充に当たっては，地方に新たな負担を生じさせないこと。 

イ 乳幼児医療費公費負担事業及びひとり親家庭等医療費公費負担事業を国の事業として実

施すること。 

ウ 保育料について，低所得者層をはじめ利用者負担が過大とならないよう保育料基準の見直

しを行うこと。 

 

 ③ 仕事と家庭の両立に向けた職場環境を整備すること 
      一般事業主行動計画の策定企業名や取組内容を公表するなど，実効性のある次世代育成支

援対策が推進できるよう法的整備を進めること。 
 ○ 行動計画策定企業名及び取組内容の公表 
 ○ 行動計画の計画期間内における中間実施状況の確認 
 ○ 一般事業主行動計画の策定義務対象事業主の拡大 
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１７ 地域医療体制の重点的整備について 

（厚生労働省，文部科学省）

 提案の要旨 

 ① 特に不足が著しい産科・小児科医師の確保対策への支援 
 ② 看護職員の偏在の是正及び離職防止対策の充実強化 

③ へき地医療確保のための誘導策の強化 
 ④ 救急医療体制の整備 

⑤ 地域における医療拠点施設の体制整備 
 現状及び課題 

 
【現 状】 
〇 医師不足による地域医療体制の危機 

初期臨床研修義務化を契機に，特に，産科・小児科といった専門診療科や救急・へき地医療を支える
医師の不足が顕著となり，地域医療体制の確保が困難な状況となっている。 

〇 地域における医療拠点施設の体制整備 
 地域における各種医療拠点施設については，指定要件が全国一律に定められ，円滑な指定の妨げとな
っているものがある。本県では，がん診療連携拠点病院については，平成18年8月に10ヶ所の指定を
受け，がん医療水準の均てん化や質の高いがん医療が提供できる体制の整備に向けた取組みを行ってい
る。 
 

【課 題】 
① 特に不足が著しい産科・小児科医師の確保対策への支援 

産科・小児科の医師数は絶対的に不足しており，集約化・重点化の取組みとともに，早急な養成・
育成が必要である。また，両科を専門とする医師には女性が多く，出産・育児のための支援など就労
環境の整備が必要である。 

 
※ 広島県における産科及び小児科の医療機関数及び医師数の推移 

 
 
 
 
 
 

 

② 看護職員の偏在の是正及び離職防止対策の充実強化 
大病院を中心にした看護師等の偏在を是正する必要がある。また，看護師等が長く働き続けられる

よう労働環境を整備し離職防止を図ることで，看護師等の確保を行う必要がある。 
 
③ へき地医療確保のための誘導策の強化 
  都市部での勤務を志向する医師が多く，へき地医療を支える拠点病院の医師確保が益々困難となっ
ており，安定的に医師を供給できる仕組みを構築する必要がある。 

広島県の無医地区数５６地区（全国２位） 
 

④ 救急医療体制の整備 
夜間における軽症救急患者の増加や救急担当医師の確保が困難なことなどから，病院群輪番制を辞
退する病院が増えるなどの現象が生じており，救急医療体制の維持が必要である。 

 
 
 
 
 
⑤ 地域における医療拠点施設の体制整備  

がん診療連携拠点病院などの地域における各種医療拠点施設については，地域の実情に応じた指定
が可能となるよう指定要件の見直しが必要である。がん診療連携拠点病院については，原則として，
各二次医療圏ごとに１ヶ所程度整備することとされているが，地域の実情に応じ，複数の指定も可能
とするなど見直しが必要である。 

 

 

注：（ ）は

Ｈ10を1.00

とした時の

各年の割合 

 
区 分 Ｈ10 Ｈ12 Ｈ14 Ｈ16 
医療機関数 191（1.00） 179（0.94） 168（0.88） 163（0.85） 

産科 
医師数 279（1.00） 271（0.97） 253（0.91） 246（0.88） 
医療機関数 665（1.00） 645（0.97） 648（0.97） 637（0.96） 

小児科 
医師数 330（1.00） 341（1.03） 345（1.05） 349（1.06） 

 

 
年 度 Ｈ１８ Ｈ１９ 

病院群輪番制病院の数 ６４ ６１ 
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 これまでの取組状況及び前年度提案結果 

 
【取組状況】 
 平成18年５月 全国衛生部長会 要望 
平成18年７月 中国地方知事会 提案 
 平成18年７月 全国知事会 提案・要望 
 
【前年度提案結果】 
 医師確保対策については，一部の大学医学部や自治医科大学の定員増の措置が行われたが，抜
本的な対策には到っていない。 
 

提案の内容 

 
① 特に不足が著しい産科・小児科医師の養成・確保対策への支援 
 ア 医師の養成・育成 
   医学部に他診療科医師を産科医・小児科医として養成するためのコースを新設するなど，

産科医・小児科医を大幅に増員する抜本的な対策を早急に講じること。 
   また，産科・小児科医療の重要性・必要性を認識させるなど，医学教育における配慮を行

うこと。 
 イ 診療報酬の見直しによる誘導 

産科・小児科医師を確保するため，診療報酬を引き上げること。 
 ウ 女性医師に対する就業支援 
   女性医師が仕事と出産や育児を両立できるよう，就業環境の整備に努めること。 
 
② 看護職員の偏在の是正及び離職防止対策の充実強化 
ア 看護職員の偏在の是正 
 中山間地域の医療機関や中小病院においても，看護師等の必要な人材が確保できるよう，
診療報酬上の配慮を行うこと。 

イ  離職防止対策の充実強化 
   看護師等が仕事と出産や育児を両立できるよう，院内保育の更なる拡充と保育の質の向上

を図るための十分な財源措置を行うこと。 
 
③ へき地医療確保のための誘導策の強化 
医療機関管理者となる要件に，へき地等の地域医療で特に必要性の高い分野における一定期
間の診療経験を付加することなどを検討すること。 

 
④ 救急医療体制の整備 
 ア 適正利用の促進 

救急医療機関の適正な利用が図られるよう普及啓発に努めること。 
 イ 財源措置 

救急医療及び救急搬送体制に対する財源措置や診療報酬上の配慮を行うこと。 
ウ 人材の確保・資質の向上 
多様な救急患者に対応するため，幅広い知識と技術を有する救急担当医師等の計画的な養
成・確保や資質の向上を総合的に推進すること。 

 
⑤ 地域における医療拠点施設の体制整備  
がん診療連携拠点病院などの地域における各種医療拠点施設については，指定要件を全国

一律に定めるのではなく，地域の実情に応じて指定できるよう見直しをすること。 
がん診療連携拠点病院においては，原則として各二次医療圏ごとに１ヶ所程度整備すること

とされているが，地域の実情に応じて単一医療圏に複数設置することも可能とし，また，病院
間の機能分担や連携促進の観点から，複数の病院の連携により要件を充たす場合には，当該複
数の病院が，それぞれ拠点病院として指定されるよう指定要件の見直しをすること。 
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１８ メディカルコントロール体制の推進について 

                           （総務省，厚生労働省）

 提案の要旨 

 救急救命士の教育・研修体制の整備 

 現状及び課題 

【現 状】 
①  県民の救命率向上を図るため，救急救命士が行う応急処置の知識，技能を医学的
観点から維持，向上させる体制（メディカルコントロール体制）の整備を推進して
いる。 

②  県ではメディカルコントロール体制を構築するため，平成 15 年４月，県，消防機
関，県医師会等が連携して「広島県メディカルコントロール協議会」を設置した。 
また，県内 7 つの二次保健医療圏ごとに，地域の関係機関で構成する「圏域メデ
ィカルコントロール協議会」を設置し，地域における実質的な圏域メディカルコン
トロール体制の整備を図っている。 

③  平成 15 年度から，救急救命士の技能向上を目的とした講習（二次救命処置講習，
外傷現場活動講習）を消防学校で実施している。 

④ 平成 16 年 7 月 1 日から気管挿管及び平成 18 年 4 月１日から薬剤投与の実施が可 
能となったため，追加講習と一定の基準を満たす医療機関での病院実習に取り組ん 
でいる。 

【課 題】 
メディカルコントロール体制の推進が，救急救命士の業務拡大を行っていく上での 
前提であり，メディカルコントロール体制の一つとして，地域における救急救命士の 
教育・研修体制の整備を進めていく必要がある。 
平成 18 年 8 月末現在，気管挿管病院実習の受入基準を満たす 23 の医療機関のうち， 
18 の病院で受入が行われており，このうち独立行政法人国立病院機構においては，3 
病院中，平成 17 年度に 1 病院，平成 18 年度に入り 1 病院の計２病院の受入が開始さ 
されたが，受入人員の拡大等に向けて，国の受入体制整備の支援や患者及び病院実習 
受入医療機関の理解と協力体制を早急に図る必要がある。 

 これまでの取組状況及び前年度提案結果 

【取組状況】 
平成 15 年４月   広島県メディカルコントロール協議会設置  
平成 15 年５月～    メディカルコントロール担当医師養成に係る事業実施 
                   （担当医師講習会，検証医師同乗実習事業） 
平成 15 年６月～  救急救命士再教育（二次救命処置講習，外傷現場活動講習）を年 
         各２回消防学校で実施  
平成 16 年３月～  気管挿管実施可能な救急救命士を養成するため，気管挿管追加講 

          習を消防学校で実施 
平成 16 年７月～  気管挿管病院実習が開始され，これまでに気管挿管実施可能な救 
         急救命士が 71 名誕生（平成 19 年 2 月末現在） 
平成 17 年 11 月～  薬剤投与実施可能な救急救命士を養成するため，薬剤投与講習を 

         （財）救急振興財団等で実施 
平成 17 年 12 月～  薬剤投与病院実習が開始され，これまでに薬剤投与可能な救急救 
          命士が 75 名誕生（平成 19 年 2 月末現在） 
【前年度提案結果】 
小児救急医療体制をはじめとする救急医療体制の確保（全国枠国費） 
                      8,948 百万円（対前年度比 102.0％） 
 うち医療提供体制推進事業費補助金 
・救急救命士病院実習受入促進事業（全国枠国費）    54,210 千円 
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 提案の内容 

 

○ 救急救命士の処置範囲の拡大（気管挿管･薬剤投与など）に伴う再教育体制の整備 

 

   救急救命士の業務に対する国民の理解を促進し，救命効果のさらなる向上を図るた

めの救急救命士の病院実習について，患者や医療機関の理解と協力体制の確立を図る

こと。 

    

 ① 気管挿管実習の患者の理解を促進するため，引き続き，国民への普及啓発活動を

積極的に行うとともに，国立大学法人の附属病院や独立行政法人国立病院機構を中

心とした病院実習受入協力システムの構築を図ること。  

 

 ② 救急救命士の実習受入を促進するため， 万一，実習中に事故が発生した場合の

全面的な保障制度を国において整備すること。 
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１９ 福祉保健関係地方財政負担の是正について 

（厚生労働省）

 提案の要旨 

 ① 県単独福祉医療費公費負担制度実施に伴う国庫負担金減額制度の廃止 
 ② 国要綱に基づく県実施事業に係る国庫補助金の確保 
 ③  国から県への事業委託（補助）に係る必要経費（人件費等）の確保 
 ④ 法定受託事務である事務監督等に係る必要な経費（人件費）の確保 

 現状及び課題 
 
① 福祉医療費公費負担制度（老人，ひとり親家庭等，乳幼児，重度心身障害者）の実施が国民健
康保険の医療費の増額に波及しているとして，国民健康保険療養給付費に係る国庫負担金の減額
措置が全国的に行われている。 
（平成17年度：影響額 本来国庫負担金見込額336億円の2.1％に当たる約7億3百万円） 
 
② 特定疾患治療研究事業については，国庫補助金交付要綱に基づく国の所要額が措置されていな
い。また，政令指定都市及び中核市が実施主体になっていない。 
 
 
 
 
 
 
    
③ 国の責任において実施されるべき事業である毒ガス障害者援護事業，被爆者二世健康診断事業
及び在外被爆者援護事業は，国から県への委託契約により実施しているが，事業費に見合う十分
な財源（人件費等）が措置されず，県に負担を強いている。 

  
④ 生活保護法第23条等による生活保護事務に係る事務監督等の事務は，法定受託事務で国の指示
に基づいて実施しているが，実施に見合う十分な財源（人件費）が措置されず，県に負担を強い
ている。 

 （参考）平成16～18年度：実従事職員８名，経費算定職員６名  
 
 

 これまでの取組状況及び前年度提案結果 

【取組状況】  

   平成１８年７月 全国知事会提案・要望  

 

【前年度提案結果】 

いずれも措置されていない。 

 
 

 

                

平成１８年度 
区  分 実施主体及び負担割合 

国交付率 県負担率 県超過負担額 

特定疾患 国（50％），県（50％） 29.7 ％ 70.3 ％ 約3億5,000万円 

※ スモン及び事務費を除く。 
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 提案の内容 

 
① 福祉医療費公費負担制度は，社会的な弱者及び将来を担う乳幼児の健康管理を推進するために

実施しているものであり，国民健康保険療養給付費に係る国庫負担金の減額措置は，直ちに廃止

すること 
 
② 特定疾患治療研究事業に係る都道府県の超過負担を解消すること 
  また，小児慢性特定疾患治療研究事業と同様，政令指定都市及び中核市を実施主体とすること 
 
③ 毒ガス障害者援護事業，被爆者二世健康診断事業及び在外被爆者援護事業は，国の責任におい

て実施されるべきものであり，早急に法制化を行うとともに実施に見合う財源を措置すること 
 
④ 生活保護法に基づく事務監督等に関する事務は，法定受託事務であり，事務の実施に見合う財

源を措置すること 
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２０ 地域ケア体制の整備等の推進について 

（厚生労働省）

 提案の要旨 

 ① 療養病床の介護保険施設等への円滑な転換 

 ② 地域包括支援センターの充実強化 

 ③ 特定健康診査・特定保健指導の体制整備 
 現状及び課題 

【現 状】 
① 国民皆保険を堅持し，将来にわたり医療保険制度を持続可能なものとしていくため，「医療
制度改革大綱」（平成17年12月 1日政府・与党医療改革協議会決定）に沿って，平成18年6
月に医療制度改革関連法が成立したところである。この大綱を踏まえ，生活習慣病予防の徹底，
平均在院日数の短縮など，医療費適正化の総合的な推進のため，都道府県医療費適正化計画の
策定や医療保険者による保健事業の義務化，療養病床の再編成など，本格的な取組が展開され
ることとなった。 
療養病床の再編成にあっては，療養病床の入院患者の受け皿づくりを含め，将来的なニーズ
や社会資源の状況等に即した「地域ケア体制」の計画的な整備を促進するため，都道府県にお
いて「地域ケア体制整備構想」を策定することとされた。 
② 介護保険制度の持続可能性などを視点とした改正介護保険法が，平成 18年 4月 1日に施行
され，「予防重視型システム」や「地域包括ケア」の中核的役割を担う機関として，地域包括
支援センターが設置された。 
③ 生活習慣病予防対策については，今回の医療制度改革において，各医療保険者に対し，平成

20年度から，特定健康診査・特定保健指導を実施することが義務づけられた。 
【課 題】 
 ① 療養病床の介護保険施設等への円滑な転換 

療養病床の入院患者が行き場を失うことがないよう，患者の状態に応じた介護保険施設等へ
の円滑な転換を行う必要がある。 
また，介護保険施設等への転換に伴う介護保険財政への影響に配慮する必要がある。 

② 地域包括支援センターの充実強化 
地域包括支援センターは，「予防重視型システム」や「地域包括ケア」の中核的役割を担う
ことになっているが，介護予防プラン作成業務が過大となっていることや運営に要する経費な
どに対する財政措置が十分でないことにより，その機能が十分発揮できる状況になっていな
い。このため，地域包括支援センターの本来機能の確保が課題である。 

③ 特定健康診査・特定保健指導の体制整備 
平成２０年度からの医療保険者への実施義務づけに伴い，保健師・栄養士等の確保及び新た
なシステム改修・整備，計画策定等の費用負担への対応が必要となる。 
また，被扶養者に対する健診等提供システムの整備及び特定健診・特定保健指導実施機関の
確保等，新たな事業を円滑に実施するための体制整備が求められている。 

 これまでの取組状況及び前年度提案結果 

【取組状況】 

平成18年 12月  十三大都道府県国民健康保険主管課長会要望（特定健康診査・特定保健指導） 

平成18年 7月  全国知事会提案・要望 

平成18年 7月  中国地方知事会提案 

平成18年 7月  全国主要都道府県民生主管部（局）長連絡協議会要望 

【前年度提案結果】 

介護療養病床の廃止（平成23年度末）等に伴い，各都道府県が「地域ケア体制整備構想」を策定するこ

とを踏まえ，地域介護・福祉空間整備等交付金において，介護療養病床の転換に係る地域ケア体制の計画

的な整備を支援する予算が措置された。  
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 提案の内容 
 

 

① 療養病床の介護保険施設等への円滑な転換 
 

ア 療養病床の入院患者やその家族，医療機関に不安や混乱が生じないよう，必要な情報の迅

速な提供を行うこと。特に，入院患者の状態に応じた受け皿として特別養護老人ホームや老

人保健施設が機能するよう，特別養護老人ホームや老人保健施設の基本的在り方及び医療提

供の在り方を見直すとともに，運営基準や報酬体系を早急かつ具体的に提示すること。 

イ 利用者の視点から，地域において切れ目のない医療，介護を提供するため，在宅医療基盤

や介護サービス基盤の整備に必要な人材が確保されるよう，研修の充実や報酬体系の見直し

を行うこと。 

ウ 療養病床が多数所在する市町において，介護保険施設等への転換が介護保険の被保険者や

市町の過大な負担にならないよう，財政調整交付金等による財源措置を講じること。 

エ 医療保険適用の療養病床を他の施設に転換する場合についても，介護保険適用の療養病床

の転換の場合と同様の助成制度とするとともに，必要な財源を措置すること。 

 

 ② 地域包括支援センターの充実強化 

  地域包括支援センターは介護保険と介護予防，各種相談や生活支援等の高齢者福祉施策を

統括する中核機関としての役割を担っているが，その総合的な機能が十分発揮できるよう，

介護報酬の見直しも含めて，運営に十分な財源措置を講じるとともに，引き続き，その機能

の確保方策や業務のあり方等について検討を行うこと。  

 

 ③ 特定健康診査・特定保健指導の体制整備 

      特定健康診査・特定保健指導の実施に当たっては，加入者の負担増が危惧されるため，負

担軽減策を講じること。また，実施体制については，医療保険者及び地方公共団体の意見を

十分に踏まえた現実的な制度設計を行い，実施体制の整備が円滑に行えるよう必要な財源措

置をすること。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

【 特定健康診査・特定保健指導の事業概要 】 

○ 根 拠 ：高齢者の医療の確保に関する法律 

○ 健診対象者：４０歳～７５歳未満の医療保険加入者 

○ 市町国保等医療保険者は，１９年度中に特定健康診査等実施計画を策定し，実施体制を整備

する必要がある。健診，保健指導の内容は，国が示す「標準的な健診・保健指導プログラム」

に沿って行う。 
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２１ 障害保健福祉施策の充実について 

（厚生労働省）

 提案の要旨 

① 障害福祉サービスの利用状況の実態把握 
② 障害福祉計画の実現に向けた十分な財源確保 
③ 制度の安定的な運営に向けた更なる改善策への取組 
④ 障害者の就労促進に向けた施策の充実 
 現状及び課題 
 
【現 状】 
平成１８年１０月１日に障害者自立支援法が本格施行された。この法律は，障害者が自立した
日常生活，社会生活を営むことができるように，障害の種類（身体障害，知的障害，精神障害）
に関わらず，共通の制度の下で，新たなサービスを提供することなど，障害保健福祉施策を抜本
的に改革するものである。 

H18.4施行   「自立支援医療」（公費負担医療の統合） 

利用者負担の見直し（原則１割の定率負担，実費負担の導入，低所得者に対する各種配慮措置）

「障害福祉サービス」の新支給決定手続きの実施 

国・県の費用負担の義務化 

H18.10施行   障害福祉サービスの新体系への移行（H24.3までの経過措置あり） 

地域生活支援事業の実施 

「障害福祉計画」（県・市町村）の策定 

 

県では，障害者自立支援法に基づき，国の基本指針に即して，市町の障害福祉計画の達成に資
するため，広域的な見地から，障害福祉サービス等の提供体制が計画的に整備されるよう，「広
島県障害福祉計画」を１８年度に策定したところである。 
一方で，今回の制度改正については，障害者やその家族及びサービス事業者などから，その改
善を求める要望が多数寄せられたことから，本県としても，制度の改善に向けた緊急要望を行う
とともに，中国地方知事会，全国知事会とも連携を図りながら，障害福祉サービスの制度改善に
関する要望活動を行ったところである。 
このため，国においても，こうした様々な意見を踏まえ，昨年１２月に障害者自立支援法の円
滑な運営を図るための改善策として，障害者自立支援法円滑施行特別対策を講じたところであ
る。 
 

【課 題】 
 ① 障害福祉サービスの利用状況の実態把握 
② 障害福祉計画の実現に向けた十分な財源確保 
③ 制度の安定的な運営に向けた更なる改善策への取組 
④ 障害者の就労促進に向けた施策の充実 

 
 これまでの取組状況及び前年度提案結果 

【取組状況】 
   平成18年 10月 障害福祉サービスの制度改正に関する県緊急要望 
  平成18年 11月 中国地方知事会緊急提案 
  平成18年 12月 全国知事会緊急提案 
 
【前年度提案結果】 
  国においては，平成１８年１２月に障害者自立支援法の円滑な運営のための新たな改善策とし
て，「障害者自立支援法円滑施行特別対策」を実施（ただし，平成２０年度までの時限措置） 
① 利用者負担の更なる軽減         【２４０億円（19，20年度当初予算）】 

   ② 事業者に対する激変緩和措置       【３００億円（18年度補正予算）】 
③ 新法への移行等のための緊急的な経過措置 【６６０億円（18年度補正予算）】 

      ※ ②，③を実施するため，県では基金を造成 
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提案の内容 

 
 ① 障害福祉サービスの利用状況に関する実態把握に努めること 
   本年４月より，利用者負担の更なる軽減や事業者に対する激変緩和措置などの特別対策が本
格実施されたところである。本県としても，この度の対策が，利用者負担の増加を理由とする

障害福祉サービスの利用抑制や事業者の経営不安を解消するものとなっているか実態調査を

実施する予定であるが，国においても，全国的な調査を実施し，特別対策の効果を検証するこ

と。 
 
 ② 障害福祉計画の実現に向けて十分な財源措置を講じること 
   平成１８年度に策定した市町及び県障害福祉計画で定める障害福祉サービス等の目標達成

に向けて，事業者による新サービス体系に対応した施設・設備整備に対し，十分な財源措置を

講じること。特に，障害者が地域で自立した日常生活を営む上で，居住の場の確保が不可欠な

ことから，グループホーム，ケアホーム，福祉ホームの新設に対する促進策を講ずること。 
 
 ③ 制度の安定的な運営に向けて更なる改善策への取組みを行うこと 
   障害者自立支援法は，施行後３年を目途として見直しを行うこととされているが，その際，
障害者の所得の確保に係る施策や，利用者負担，事業者の報酬のあり方など，障害者の実態に
即した必要な改善を行うとともに，制度設計に当たっては，自治体や障害者団体，事業者団体
の意見を十分反映すること。 

 
 ④ 障害者の就労促進に向けた施策の充実 
  国の基本指針に即して，県障害福祉計画においては，福祉施設から一般就労へ移行する者が
現在の４倍となることを目標としている。この目標が達成されるよう，障害者委託訓練事業，
障害者試行雇用事業，職場適応援助者支援事業や障害者就業・生活支援センター事業など，就
労関係事業の一層の拡充を図ること。 

 

（参考）障害福祉サービス等の充実（県障害福祉計画から主なサービスの目標量を抜粋） 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （参考）福祉施設利用者の一般就労への移行の推進（県障害福祉計画から抜粋） 

 

 

サービス種別 １９年度 ２０年度 ２３年度 

訪問系サービス（居宅介護，行動援護等）【時間分】 90,570 109,891 145,239

自立訓練（機能訓練）         【人日分】 1,367 3,146 4,296

自立訓練（生活訓練）         【人日分】 4,747 7,661 12,080

就労移行支援               【人日分】 8,238 10,657 15,864

就労継続支援A型           【人日分】 3,165 4,796 11,300

共同生活援助・共同生活介護    【人分】 789 938 1,405

※見込量は１か月分 

項   目 数   値 内  容 

平成１７年度の年間 

一般就労移行者数 

〔現況〕 

４２人 

平成１７年度において福祉施設を退所，一般就労した者

の数 

平成２３年度の年間 

一般就労移行者数 

〔目標〕 

１７０人 

平成２３年度において福祉施設を退所，一般就労する者

の数 
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２２ 原子爆弾被爆者に対する援護措置の充実強化について 
 

（厚生労働省）

 提案の要旨 

 ① 弔意事業の充実強化 
 ②  保健医療福祉事業の充実 
 ③ 在外被爆者の援護の推進 
 ④ 被爆実態に関する調査研究及び啓発活動の促進 
 ⑤ 放射線被曝（爆）者医療国際協力の推進  

 現状及び課題 

 
【現 状】 
① 被爆者及び遺家族は，原子爆弾の特異性により，長年にわたり社会的・医学的・精神的後
遺症に悩まされている。 
② 原子爆弾被爆者は，高齢化が一段と進む中で，ひとり暮らしが増加し，寝たきりなど介護
を受けている割合が一般に比べ高い。 

 
【課 題】 
① 原爆被爆者に係る保健医療福祉事業は，逐次充実が図られてきたが，これらの事業に対す
る財政的支援及び制度的整備が不十分である。 
② 在外被爆者の援護については，本来，国が直接の実施主体となって行われるべきものであ
る。在外被爆者は，高齢化や疾病等により，渡日できない者が今後ますます増加することが
確実な状況にある。このため，在外被爆者の実態に即した援護措置が円滑に実施できるよう，
国の主体的取組により早急に制度の改善を図る必要がある。 
③ 原爆被爆による人的被害等の実態を把握するための被災調査が不十分である。 
   被爆者とその子・孫に対する原爆放射線の身体的影響及び遺伝的影響が解明されていない。
 

これまでの取組状況及び前年度提案結果 

 
【取組状況】 
 平成18年 ７月   広島・長崎原爆被爆者援護対策促進協議会（八者協議会）で要望 
 平成18年 ７月   中国地方知事会提案 
 平成18年 ８月   厚生労働大臣に要望 
 
【前年度提案結果】 
① 原爆被爆者対策費（全国枠国費） 153,600百万円（対前年度比98.1％） 
 ② 南米５か国の保健医療助成事業について，医療保険未加入者に対して，医療費の助成を認
める制度改正がなされた。 
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 提案の内容 

 
○ 国の責任による被爆者及び遺家族の実態に即した援護対策の充実等 
 
 ① 弔意事業を充実強化すること 

原爆死没者追悼平和祈念館における関係資料の収集等運営の充実 
  
 ② 保健医療福祉事業を充実すること  
  ア 被爆者に対する諸手当支給制度等の拡充強化 

 広島県が独自に実施している各種援護事業に対する助成措置等 
  イ 在宅被爆者等援護対策の拡充強化 

 訪問介護利用被爆者助成等に係る所得制限の撤廃及び介護保険利用助成に係る地方負担
の改善 

  ウ 被爆者健康診断内容等の充実強化 
（ア）健康診断内容の充実 
（イ）健康診断費の改善 

  エ 被爆者関係施設の整備充実 
 原爆病院，原爆養護ホーム等の被爆者関係施設の運営費の充実及び施設整備に対する 
助成措置 

  オ 医療及び介護保険における地方負担の改善等 
（ア）老人保健法による地方公共団体の負担解消 
（イ） 介護保険法による保険者等の財政負担に対する配慮 
 

 ③ 在外被爆者の援護を推進すること 
ア 在外被爆者が居住する国において実情に即した援護が受けられる制度の改善 
イ 渡日しなくても被爆者健康手帳の申請が行えるようにすること 
ウ 国の責任で，国が直接事業を実施する体制の整備 

   
 ④ 被爆実態に関する調査研究及び啓発活動を促進すること 
    ア 原爆被爆による人的被害等の実態を把握するための被災調査の促進 
  イ 被爆者とその子・孫に対する原爆放射線の身体的影響及び遺伝的影響についての調査 
   研究の更なる促進 
   ウ 放射線影響研究所の早期移転 
 
 ⑤ 放射線被曝（爆）者医療国際協力を推進すること 
 放射線被曝者医療国際協力事業への助成措置等 
 

   

 

 被爆者数及び平均年齢（平成17年度末現在）
区 分 被爆者数 平均年齢 

広 島 県     

（広島市を除く）
 37,381人 76.3歳 

広 島 市     80,509人 73.5歳 

県 全 体     117,890人 74.4歳 
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２３ 毒ガス障害者に対する援護措置の充実強化について 

 

（厚生労働省，財務省）

 提案の要旨 

 ① 毒ガス障害者に対する援護措置の法制化 
 ②  医療給付における疾病制限の緩和 
 ③ 毒ガス障害者に対する県単独事業の国庫事業化 
 ④ 健康管理手当の支給認定期間の上限撤廃 

 現状及び課題 
 
【現 状】 
① 旧陸軍造兵廠忠海製造所及び旧陸軍広島兵器補給廠忠海分廠で毒ガス製造等に従事した

者の多くは，毒ガスの影響による呼吸器障害等に悩まされている。 

② 動員学徒などの民間毒ガス障害患者に対する特別手当等の支給制度が，平成13年度から

創設され，毒ガス障害者援護制度の財務（軍属）・厚生労働（民間人）両省の格差は，大幅

に是正された。 

 
【課 題】 
① 毒ガス障害者援護制度は，国の要綱で実施されているが，この制度は，本来，国の責任に

おいて実施されるべきであり，根拠となる法律の制定が必要である。 

 動員学徒など民間人の援護制度は，国と県との委託契約に基づいて，全国の障害者を対象

に実施しているが，実施に必要な財源（人件費等）は十分に措置されていない。 

② 医療給付は，原爆被爆者対策と比較して，対象疾病が制限されている。 

③ 毒ガス障害者からの要望を受け県独自で通院交通費などの支給を実施している。 

④ 原爆被爆者の健康管理手当の支給認定期間が，平成 15 年 8 月から大部分の者に対して，

上限なしと改正されたが，毒ガス障害者については上限が残っている。 

 
 これまでの取組状況及び前年度提案結果 

 

【取組状況】   

 平成18年  5月  大久野島毒ガス障害者対策連絡協議会で要望 

 平成18年 10月          同   上 

 

【前年度提案結果】 

  毒ガス障害者対策費（全国枠国費） 1,000百万円（対前年度比 100.0％） 
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 提案の内容 

 
① 毒ガス障害者に対する援護措置を法制化すること 

  毒ガス障害者援護制度の充実強化に向けた法制度の創設及び財源の確保 

 
 
② 医療給付における疾病制限を緩和すること 
  医療給付対象疾病（慢性呼吸器疾患等７疾患群）の大幅な緩和 

 
 

③ 毒ガス障害者に対する援護事業を国庫事業化すること 
  県単独事業の通院交通費，死亡弔慰金等の支給事業の国庫事業化 

 

 

④ 毒ガス障害者に対する健康管理手当の支給認定期間の上限（現行５年）を撤廃すること 
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２４ 地球温暖化の防止について 

（経済産業省，環境省，農林水産省，国土交通省）

 提案の要旨 

① 省エネルギー対策の推進 
② 新エネルギーの開発と普及促進 

③ 森林吸収源対策等の推進 

④ 都市緑化等による二酸化炭素吸収源対策の推進 

⑤ 県の取組みに対する積極的な財源の確保 

 現状及び課題 

【現 状】 
① 地域からの脱温暖化社会を実現するため，「広島県地球温暖化防止地域計画」に基づき，
日常生活や事業活動から排出されるＣＯ2削減に向けた地球温暖化対策地域協議会の設立・
運営支援や普及啓発活動を進めている。 

② 化石燃料に代わる新エネルギーの導入を促進するため，「広島県地域新エネルギービジョ
ン」に基づき，水素関連技術の普及や可燃性廃棄物のエネルギー利用システムについて調
査・検討を行うなど，積極的な対策を推進している。 

③ 森林吸収源対策として，効率的・効果的な整備に取り組んでいるが，林業を巡る厳しい状
況の中，管理不十分な森林が依然として存在し，また，森林整備法人等の公的機関が整備・
管理する育成途上の森林についても，適切な森林整備が推進し難い状況にある。このため，
平成１９年度から「ひろしまの森づくり県民税」を導入し，これを財源とした森林整備事業
などを進めることとしている。 

④ 都市部の地球温暖化防止対策としては，国土交通省所管事業により，公園緑地の整備，緑
地の保全，緑化の推進を実施している。 

【課 題】 
① 平成16年度の温室効果ガスの排出量は，京都議定書の基準年度となる平成2年度と比較
して，国が8.0％増加，県が15.4％とそれぞれ増加しており，温室効果ガスの削減につなが
る実効性ある施策展開が求められている。 

② 京都議定書の削減目標６％の達成には，「森林吸収源対策」（△3.8％）の達成が不可欠で
あり，国の「森林吸収源10カ年対策」に対応した効率的・効果的な森林整備の着実な推進
が必要である。また，自治体のみによる森林の整備・管理には限界があることから，公有林
も含めた森林整備全体に対する安定的な財源確保策が必要である。 

 これまでの取組状況及び前年度提案結果 
【取組状況】 
 ① 平成16年３月  広島県地球温暖化防止地域計画の策定 
   平成17年３月  広島県地球温暖化対策実行計画の改定（第２期計画） 
   平成19年３月末  地球温暖化対策地域協議会の設置（12地域） 
  ② 平成17年３月  広島県地域新エネルギービジョンの策定 
③ 平成14年６月  地球温暖化防止に貢献する森林県連合から共同アピール 
   平成14年７月  地球温暖化防止に貢献する森林県連合から緊急政策提案 
   平成17年４月  平成17年度都道府県主務部長政策提案会（森林吸収源対策の着実な推

進について） 
 
【前年度提案結果】 
 ① 石油特別会計におけるＣＯ2排出抑制対策   33,662百万円（対前年度比141.4％） 
 ② 森林整備事業（民有林）  （全国枠国費） 61,971百万円（対前年度比90.0％） 
 ③ 都市公園事業       （全国枠国費） 115,718百万円（対前年度比  94.9％） 

うち（国土交通省）地球温暖化防止対策（全国枠国費）   17,000百万円 （対前年度比88.0％） 
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 提案の内容  

 
○ 地球温暖化防止対策を推進し，京都議定書に定める目標を達成するため，次の措置を講じる 
 こと 
① 省エネルギー対策の推進を図ること 
   ア 京都議定書が昨年２月に発効し，地球温暖化対策推進法に基づく「京都議定書目標

達成計画」を着実に推進するため，実効性の高い施策の展開を図ること。 
   イ ＣＯ２排出量の伸び率が高い民生部門や運輸部門の対策として，温暖化対策推進法に

基づいて指定した地球温暖化防止活動推進センターの機能強化や地域の取組に対する

支援強化を図るための制度の拡充を行うこと。 
  
② 新エネルギーの開発とその普及啓発を図ること 

新エネルギーに係る新技術の開発や普及促進のための設備導入に対する支援対象の拡大

や優遇税制措置を行うなど，国の支援施策の一層の充実・強化を図ること。 
 

③ 森林吸収源対策等の推進を図ること 
京都議定書で合意された森林経営による上限値程度の吸収量が確保できるよう，「森林

吸収源10カ年対策」に基づき，森林の整備・保全対策を強力に推進するとともに，森林の

果たす公益的機能や森林管理に果たす地域の役割の重要性等を踏まえ，社会全体で森林整

備を支える新たなシステム構築に向けた積極的な取組みを図ること。 

  

④ 都市緑化等による二酸化炭素の吸収源対策の推進を図ること 

都市緑化等の推進が，ヒートアイランド現象の緩和や二酸化炭素吸収源の拡大による地

球温暖化防止対策に資することから，河川・道路等と一体となった緑地や都市の緑化につ

いて，重点的な推進に向けた積極的な取組みを図ること。 

 
⑤ 県の取組みに対する積極的な財源の確保 

 地方公共団体が地域の実情等に応じて実施する省エネルギー・新エネルギー対策による温

室効果ガスの削減対策や，森林整備などによる吸収源対策の充実・強化が図れるよう必要

な財源の移譲を行うとともに，現在，国で検討されている環境税の導入に当たっても，税

収の一部を地方公共団体の財源として充当すること。 
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２５ 瀬戸内海の環境保全と自然環境・生物多様性の保全について 

（国土交通省，農林水産省，環境省）

（中国地方整備局）

 提案の要旨 

① 瀬戸内海環境保全基本計画の積極的な推進 
② 瀬戸内海の再生のための新たな法整備 
③ 国立・国定公園施設の整備促進 
④ 自然再生の推進 

⑤ 野生生物の適切な保護・管理 

⑥ 特定外来生物の防除の推進 

 現状及び課題 
【現  状】 
① 瀬戸内海の環境保全対策を推進してきたが，水質の改善は十分でなく，また，藻場・干潟・自
然海岸などの貴重な自然環境が失われ続けており，これらの諸課題に対応するため，瀬戸内海環
境保全基本計画が大幅に変更されたところである。 

② 瀬戸内海の水質改善が十分でないことに加えて，漁獲量の減少，赤潮の発生等が続いており，
瀬戸内海の再生や生産性の向上に向けた施策が求められている。 

③ 県内には，瀬戸内海国立公園，西中国山地及び比婆道後帝釈国定公園，山野峡県立自然公園な
ど６か所の県立自然公園が指定されている。これらの自然公園等施設については，豊かな自然と
ふれあう場として，県民をはじめとする年間 800 万人を超える多くの利用・交流が行われている
ところであるが，一部には老朽化および安全対策の必要な施設がある。 
また，地域の自然特性を活かした環境学習施設としてのニーズも高まっており， 「環境の保全

のための意欲の増進及び環境教育の推進に関する法律」が平成 15 年７月に制定されたところであ
る。 

④ 瀬戸内海国立公園宮島は，厳島神社の神域として古くから自然が守られてきたが，度重なる台
風被害などにより貴重な植物（シバナ・ヒトモトススキ）や昆虫（ミヤジマトンボ）の生息環境
である砂浜・汽水沼・河川の自然が破壊されており，早急な対策が必要となっている。 

⑤ シカ，イノシシなど一部の野生鳥獣について，生息状況等の変化に伴い，生態系への悪影響が
懸念されるとともに，農林水産業被害などの問題が生じている。 

⑥ 自然環境の再生や野生生物の適切な保護管理を進めているほか，平成１７年６月１日に「特定
外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」が施行された。 

   しかしながら，特定外来生物の分布状況等の把握が不十分であるとともに，一部の指定種を除
いては，効果的防除法や組織的な防除体制が確立されていない。 

   このため，県南西部で深刻な生活被害等を生じているアルゼンチンアリについて，効果的かつ
円滑な対策が講じられるよう，広島県，山口県の２県，２町で構成する広域行政協議会（国及び
関係４市町がオブザーバーとして参画）を平成１９年３月に設置し，アリの分布や被害の実態把
握を目的とした調査を実施している。 

 
【課 題】  
① 瀬戸内海の環境を健全な状態で次の世代に継承していくため，継続的な水環境等の把握や，水
質の改善，魚介類の産卵・育成機能等を有する藻場，干潟など海域の保全・再生等を進める必要
がある。 

② 現状では，個別法の枠を越えた総合管理の法的枠組みがなく，瀬戸内海地域固有の法規制によ
って，実効ある環境保全・修復や低未利用地の有効活用等を図ることが困難である。 

③ 国立公園等における老朽化した施設を再整備するとともに，利用者の安全を図る対策を実施し，
地域の自然特性を活かした環境学習など新たなニーズに応じた施設整備を計画的に促進する必要
がある。 

④ 台風被害等により失われつつある貴重な生態系など，自然再生を積極的に進めていく必要があ
る。 

⑤ 有害鳥獣の捕獲を行う狩猟免許取得者が減少傾向にあるため，狩猟に関する規制緩和が必要で
ある。 

⑥ 特定外来生物の分布や被害状況の把握を行うとともに，効果的防除方法や分布拡大防止策の確
立，防除体制の整備・支援が必要である。  
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 これまでの取組状況及び前年度提案結果 
【取組状況】 
① 瀬戸内海環境保全基本計画の推進及び水質改善に向けた取組み 
平成 13 年３月  広島県瀬戸内海環境保全・創造プラン策定 

平成 14 年７月  「瀬戸内海の環境の保全に関する広島県計画」の変更 

平成 15 年５月  「瀬戸内海の環境の保全に関する広島県計画に基づく行動指針」の策定 

平成 18 年 11 月  水質総量削減計画について広島県環境審議会へ諮問 

平成 19 年２月   水質総量削減計画について広島県環境審議会から答申 

② 総合的な瀬戸内海の振興対策と新たな法整備 
平成 12 年度   中四国サミット等を通じた関係県への働きかけ，フォーラムの開催 

平成 13 年度   国土交通省の「瀬戸内海地域の総合整備のあり方調査」を受託 

平成 14･15 年度  国土交通省「瀬戸内海沿岸域の総合管理の在り方調査」実施 

平成 16 年８月  瀬戸内海交流圏研究会が「瀬戸内海創生構想」策定 

平成 16 年８月  瀬戸内海環境保全知事・市長会議において，「瀬戸内海の生物多様性を回復し

水産資源等の豊かな海として再生するための法整備」を関係省庁へ要望 

平成 17 年３月   構想推進組織（「瀬戸内海創生構想推進検討会議」）の設置 

平成 17 年度   国土交通省国土施策創発調査（地域施策創発調査）実施 

平成 19 年２月   瀬戸内海環境保全のための法整備に向けた署名活動の展開 

③ 自然公園等整備事業 
平成 18 年度    三段峡他 5か所で実施 

④ 自然再生関係 
平成 15 年１月  「自然再生推進法」施行 

平成 17 年４月  国の三位一体改革により国立公園の管理・整備は国直轄とされる。 

⑤ 狩猟法関係 
平成 18 年度   法改正により「網・わな猟免許」を「網猟免許」と「わな猟免許」に分離 

⑥ 外来生物関係 
平成 18 年度   ｱﾙｾﾞﾝﾁﾝｱﾘ対策調査の実施（ｱﾙｾﾞﾝﾁﾝｱﾘ対策広域行政協議会） 

 
【前年度提案結果】 
閉鎖性海域対策費     （全国枠国費）      339 百万円（対前年度比 105.0%） 

漁場環境保全創造事業   （全国枠国費）   13,253 百万円（対前年度比 392.1%） 

自然公園等事業費     （全国枠国費）    11,767 百万円（対前年度比  96.8％） 
特定外来生物防除等推進事業（全国枠国費）       350 百万円（対前年度比 100.0％） 
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 提案の内容 
 
① 瀬戸内海環境保全基本計画に盛り込まれた施策を積極的に推進すること 

ア 水質汚濁防止対策の推進 

  下水道等汚水処理施設の整備の促進等 

イ 水質浄化や生物多様性の確保，水産資源増殖等の観点から重要な藻場・干潟の整備等

の推進 

ウ 環境保全・修復のための調査研究・技術開発の推進 

  ・藻場・干潟の保全･修復技術等環境改善に関する技術開発 

・生態系を保全するための継続的な環境モニタリングの実施等 

エ 環境技術の普及促進 

・環境技術の実証システムの確立による普及促進 

・閉鎖性水域の浄化技術など対象分野の拡大による事業の拡充・強化 
オ 環境保全施策の推進における住民参加の拡大等に対する支援 

 
 
② 瀬戸内海沿岸域の総合的な管理を通じて，環境と融合した多面的利用を促進するため，

例えば，「瀬戸内海地域の総合的な管理と適正な利用に関する法律（仮称）」といった新し

い法律の制定や，沿岸域の多面的利用，産業振興策などの調査の実施，国家プロジェクト

としての取組みを推進すること 

 

③ 国立・国定公園施設の整備促進を図ること 

公園施設の利活用を促進するため，老朽化した施設の再整備や安全対策，地域の自然特

性を活かした環境学習など新たなニーズに応じた施設の計画的な整備を促進するととも

に，財源の確保を図ること。 
 
④ 自然環境の再生を図ること 

  損なわれた生態系や自然環境の保全，再生，創出等を行う自然再生を積極的に推進する

ため，事業実施地区の拡大や自然再生手法の確立などを図ること。 
  
 
 
 
 
 
 
⑤ 野生生物の適切な保護・管理を図ること 
  野生生物の個体数管理に重要な役割を果たしている狩猟について，捕獲の実施体制を強

化する観点から，狩猟に関する規制緩和として狩猟免許の有効期間の延長を行うこと。 

 
⑥ 特定外来生物の防除の推進を図ること 

生物多様性の保全を図る手段の一つとして，防除の公示を行った特定外来生物の生息状

況等の調査及び防除を実施するとともに，効果的な防除手法の紹介や開発，防除体制の整

備に努めること。また，国以外の者が行う防除等に対する財政支援措置を早急に講じるこ

と。 
 
 

 

対象地域 自然再生の概要 

瀬戸内海国立公園 宮島 
事業主体：環境省【新規】 

○ 貴重な汽水沼，海岸，河口を再生 
○ ミヤジマトンボ（絶滅危惧種；宮島だけに生息）等の生息

地を保全 
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２６ 循環型社会の構築について                       

（経済産業省，環境省，消防庁）

 提案の要旨 

 ① 特定家庭用機器再商品化法に係る不法投棄対策の推進 
 ② 一般廃棄物処理施設整備の推進 
③ 産業廃棄物の適正処理の推進 
④ 廃棄物固形化燃料（RDF）等の貯蔵・取扱に係る技術上の基準の見直し 

 現状及び課題 
【現 状】 

①  平成13年４月から家電４品目（エアコン，テレビ，電気冷蔵庫，電気洗濯機）を対象とした特

定家庭用機器再商品化法が施行されている。  

② 廃棄物処理施設を計画的に整備していく上で，より環境負荷の少ない処理施設の導入や，広域

化を踏まえた施設の集約，ダイオキシン対応を要する既存施設の解体撤去等のコストが，市町の

負担となっている。 

③  大規模な不法投棄事案は増加していないが，不法投棄等の不適正処理事案は，悪質化，巧妙化
するとともに，他県から搬入された廃棄物に起因する事案が増加している。 
④  既存の貯蔵施設においては，消防庁，経済産業省，環境省の関係法令等の改正に基づき，集積
高さの制限や不活性ガスの封入などの安全対策を講じているが，その結果，施設の処理能力の８

割程度の稼動にとどまり，RDF処理量が増加する平成２１年度からは施設を増設するか処理量を
削減せざるを得ない状況となっている。 

  
【課 題】 
① 特定家庭用機器再商品化法が対象としている家電４品目について，再商品化費用が後払となっ

ていることなどから不法投棄が後を絶たない状況にあり，市町の負担が増大している。（家電４品

目に係る県内の不法投棄：約179台／月（平成17年度） 

② 廃棄物の適正処理を推進するため，処理施設の整備から解体撤去に至る事業の財源確保や制度

面の充実及び拡充が必要である。 

③ 産業廃棄物排出事業者のマニフェスト交付状況報告の義務化を控え，適正処理及び排出事業者

責任の意識を高めていく必要がある。 
④ 安全対策の基準が過剰なものとならないように，現行の安全対策の基準を検証する必要がある。

 
 これまでの取組状況及び前年度提案結果 
【取組状況】 
① 平成17年 ８月 中国地方知事会提案・要望 

② 平成10年 ７月 広島県廃棄物広域処理計画（県内８ブロック） 

    平成10 ･ 11年 各ブロック広域処理実施計画 

   平成14年12月 ダイオキシン類恒久基準適用 

③ 平成11年7月  地区不法投棄防止連絡協議会を設置（警察本部との連携） 

平成15年4月  併任警察官，警察官ＯＢ，行政職員からなる不法投棄対策班を設置 

平成17年4月  不法投棄対策班を２班体制に強化 

平成18年8月  電子マニフェスト導入モデル事業の実施 

④  平成18年度   福山リサイクル発電㈱から安全対策基準の緩和要望 

 

【前年度提案結果】 

 循環型社会形成推進交付金・廃棄物処理施設整備費補助金 

    （ごみ焼却施設等）（全国枠国費） 52,719 百万円（対前年度比  98.3％） 
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 提案の内容 

 

① 特定家庭用機器再商品化法に係る不法投棄対策を推進すること 

ア 不法投棄を未然に防止するため，再商品化等に要する経費について，製品販売時に賦課する制

度に見直すこと。 

イ 不法投棄された製品の回収やこれに要する費用負担について，製造業界全体で負担する制度を

創設すること。 

 

② 一般廃棄物処理施設整備を推進すること  

廃棄物処理施設整備を計画的に推進するため，処理施設の整備から解体撤去に至る財源の確保や

制度面（人口・面積要件の緩和）の改善を図ること。 

 

③ 産業廃棄物の適正処理の推進を図ること 

産業廃棄物の広域的な移動に対応し，国の主導による監視・連絡体制を構築するととともに，産

業廃棄物排出事業者に対して廃棄物管理責任者の設置を義務付けるなど，排出者責任の徹底と不適

正処理の未然防止のための制度を創設すること。 

 

④ 廃棄物固形化燃料（RDF）等の貯蔵・取扱いに係る技術上の基準の見直しを行うこと 

廃棄物固形化燃料等の貯蔵・取扱いに係る技術上の基準について，最新の科学的知見，現行の安

全対策の実効性を調査・研究するとともに，基準の見直しを行うこと。 
 
 
 

《消防庁：火災予防条例(例)改正附則》 
廃棄物固形化燃料等の施設の集積高さ制限に関しては，引き続き検証が加えられ，一層確実な安全

対策の確立に努めていくことが重要であり，検証結果の分析，検討が広く行われていく必要がある。
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  ２７ 健康な暮らしを守る対策の充実強化について 

（厚生労働省）

 提案の要旨 

① 新型インフルエンザ等感染症対策の推進 
② 食の安全と安心の確保 

 現状及び課題 
【現 状】 
 ① 新型インフルエンザ等感染症対策 

（Ｈ５Ｎ１）インフルエンザが家禽の間に世界的に流行しており，人への感染も報告されている。更に，
このウイルスが変異することにより，人から人へ感染する新型インフルエンザの発生が懸念されている。
国際化の進展が急速に進行しており，他の新興・再興感染症を含めた健康危機管理体制の確立が求められ
ている。 
高病原性鳥インフルエンザA（H5N1）人への感染確定症例数（２００３年以降） 
平成１９年４月２日現在   ２８８例 死亡例 １７０例   

 ② 食の安全と安心の確保 
 輸入食品が急増する一方で，全国31か所の検疫所が行っている食品の安全性確保のための検査割合は，
平成元年に18.1％であったものが，平成17年には10.2％と大幅に低下しており，昨今の輸入食品の増加
に十分対応できていない。 

   牛肉の安全及び消費者の安心を確保するため，と畜処理される牛の全頭ＢＳＥスクリーニング検査を平
成 13年から開始して，現在，全国の食肉衛生検査所等において国の財政支援を受けて実施している。 

    平成１７年１２月１２日 米国産牛肉等の輸入再開決定 
    平成１８年 １月２０日  脊柱の混入した米国産牛肉が発見され，当日付けで輸入再停止 
 
【課 題】 
 ① 新型インフルエンザが発生した際の医療提供体制の確立を図る必要がある。 

また，第一種感染症指定医療機関等感染症対応を行う医療機関を引き続き確保していく必要がある。 
② 輸入食品の多様化や件数の増加に対応するため，検疫時の確認検査を強化する必要がある。また，外国
における野菜への農薬の使用実態及び健康食品の成分や健康被害状況等の情報収集体制を強化し，効果的
な検疫の実施及び国民への適切な情報提供の推進に努める必要がある。 
牛肉の安全及び消費者の安心を確保するため，食肉衛生検査所等における牛の全頭ＢＳＥスクリーニン
グ検査が引き続き必要であり，検査に対する国の継続した支援が必要である。（国の財政支援は平成 20年
7月で終了） 

 これまでの取組状況及び前年度提案結果 

【取組状況】  
○ 感染症対策 
 平成17年12月 広島県新型インフルエンザ対策行動計画を策定 
 平成18年10月 封じ込め期における（Ｈ５Ｎ１）インフルエンザ医療提供体制を策定 
 平成19年１月 平成１８年度分の抗インフルエンザウイルス薬を備蓄 

○ 食品衛生等対策 
平成13年10月 牛の全頭ＢＳＥスクリーニング検査の実施 
平成14年 ７月 食品の安全に関する基本方針等検討協議会設置 
平成15年 ３月  「広島県食品の安全に関する基本方針」策定 
平成16年 ３月 広島県「食品の安全に関する推進プラン」策定 
平成16年 ７月 広島県食品安全推進協議会設置 
平成18年 ３月 第２期広島県「食品の安全に関する推進プラン」策定 

【前年度提案結果】 
 新型インフルエンザ対策（全国枠国費）    9,600百万円（対前年度比 104.3％） 
 輸入食品の監視等の強化（全国枠国費）       1,900百万円（対前年度比 100.0％） 
 食肉の安全確保対策の推進（全国枠国費）   2,300百万円（対前年度比  69.7％） 
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 提案の内容 

 
 
① 新型インフルエンザ等感染症対策の推進について 
ア 新型インフルエンザ等の感染症対策については，地方の意見も踏まえ，国と地方の役割

分担を明確にするとともに，国の責務として検疫体制を強化し，速やかにワクチン接種が

行える体制を確保するなど，感染拡大防止のための措置を講じること。 

イ 新型インフルエンザ発生時においては，国を挙げて対策を講じる必要があることから，

地方が負担する医療提供体制の確保に要する経費などに十分な財源措置を行うこと。 

 ウ 第一種感染症指定医療機関の確保に当たっては，指定が円滑に進むよう，診療報酬上の

配慮を行うなど，国として支援すること。 

   エ  新型インフルエンザのパンデミック用に備蓄する抗インフルエンザウイルス薬について

は，廃棄せず，市場流通等の有効活用が図られるシステムを検討すること。 
 
 
② 食の安全と安心の確保について 

 
（１）輸入食品の安全性を確保するため，検疫所の検査体制及び情報収集体制の強化を図ること

ア 検疫所における検査員の人数，機器等の充実を図り，農産物や加工食品等の輸入食品検

査率の向上を図ること。 
イ 外国産野菜や外国産健康食品等の問題に対応するため，海外での食品の安全に関する情

報の収集体制の強化を図ること。 
 
（２）牛肉の安全性の確保体制への支援を行うこと 
 食肉衛生検査所等で実施するＢＳＥ全頭検査に使用するＢＳＥ検査キット及び付随する消

耗品等に対する財政支援を全額継続して実施すること。 
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  ２８ アスベスト対策について 

（厚生労働省，文部科学省，国土交通省，環境省）
（広島労働局）

 提案の要旨 

 ① アスベスト関連疾患への対応など健康対策の充実 
 ② 建築物におけるアスベスト調査，除去等の対策工事への財政的支援制度の充実等 

 ③ アスベスト廃棄物の適正処理方策の確立  

 現状及び課題 
 
【現 状】 
① 平成１７年７月以降社会問題となったアスベスト問題に対し，本県は，アスベスト推
進対策本部を設置し，県民等からの相談体制の整備をはじめ，健康，環境，建築物対
策など，総合的にアスベスト対策に取り組んできた。 

 ② 一方，国においては，アスベスト問題に対する総合対策として， 
  ○ 隙間のない健康被害者の救済 
  ○ 今後の被害を未然に防止するための対応 
  ○ 国民の有する不安への対応を柱として，「石綿による健康被害の救済に関する法

律」の制定など関係法の整備や，平成１７年度補正予算及び平成１８年度予算で必
要経費が措置されたところである。 

 ③ しかしながら，健康対策の充実，既存施設におけるアスベストの除去等や，アスベ
スト廃棄物の適正処理などを推進していくためには，さらにアスベスト対策を充実・
強化していく必要がある。 

 
【課 題】 
① 専門家を含めた相談支援体制の拡充や専門医の養成など，アスベスト疾患への対応を
強化・充実する必要がある。 
② アスベスト調査・除去等の対策工事等推進していくためには，財政的な支援の拡充や
専門知識を有する人材の育成が必要である。 

 ③ アスベスト廃棄物処理施設の確保や新たな処理技術の開発等により，適正処理を推進
していく必要がある。 

 

 これまでの取組状況及び前年度提案結果 
 
【取組状況】 
  平成 17 年 7 月 アスベスト製品製造・加工施設への立入検査実施 
           健康相談窓口等の開設（県のホームページ公開） 
            関係機関にアスベストに対する安全対策実施の周知 
           県有施設のアスベスト使用実態調査の実施 
           建築物解体時の届出の徹底及び立入等による対策強化の徹底 
           アスベスト廃棄物の適正処理の指導強化 
           広島県石綿問題連絡調整会議の設置 
   平成 17 年 8 月 広島県アスベスト対策推進本部の設置 
平成 17 年９月 国へのアスベスト対策に関する緊急要望を実施 

            各省庁へのアスベスト対策に関する追加要望を実施 
   平成 17 年 10 月 中小企業者に対する融資制度の創設 
 
【前年度提案結果】 
 厚生労働省アスベスト対策予算（全国枠国費） 7,600 百万円（対前年度比 77.6％） 
 環境省アスベスト対策予算  （全国枠国費）  951 百万円（対前年度比 73.2％） 
 経済産業省アスベスト対策予算（全国枠国費）  295 百万円（対前年度比 122.9％） 
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 提案の内容 

 
① アスベスト関連疾患への対応など健康対策の充実 

 
ア アスベスト関連疾患に係る市町が実施する検診事業の拡充などに対する財政的支
援措置の創設 

 イ 悪性中皮腫や肺がんなどとアスベストの因果関係の早期究明及びアスベスト関連
疾患の早期診断方法や治療法の確立 

ウ アスベストに係る大気環境基準や室内環境許容基準の設定 
 
 

② 建築物におけるアスベスト調査，除去等の対策工事への財政的支援制度の充実等 
 
ア 私立学校，医療機関，社会福祉施設等のアスベスト調査，対策工事に係る財政支援
制度の拡充等 

イ アスベスト対策について，安全かつ低コストな技術・工法の確立及び専門知識を有
する人材の早期育成 

  
 
③ アスベスト廃棄物の適正処理方策の確立 
アスベスト廃棄物処理の技術開発，事業化に対する支援や，アスベスト廃棄物を取り

扱う産業廃棄物処理施設に対する財政的支援措置の創設 
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  ２９  大規模災害対策の推進について 

（内閣府，総務省）

 提案の要旨 

 

  災害時における通信手段の整備 

 

 現状及び課題 

 

【現 状】 

 ○ 平成１３年３月２４日の芸予地震の発生直後には，多量の通信が同時に特定地域

に集中し，通信回線が輻輳して通信困難な状態が発生した。 

 このような状況下では救急出動要請などの緊急通報に支障を来すとともに，被災

地の状況把握が遅れ，適切な初動対策等が実施できないことにより被害の拡大につ

ながる危険性がある。 

 ○ 大規模災害時の初動体制に資する情報の収集・提供には通信施設の整備・確保が

不可欠であり，現在の各設備は老朽化が進んでいる。 

また，大規模災害時に迅速かつ広域的に応援体制をとる必要性から，消防救急無

線のデジタル化への移行期限（平成２８年５月）を踏まえ，消防救急無線の広域化・

共同化の整備を推進する必要がある。 

 

 【課 題】 

 東南海・南海地震などによる大規模災害の発生が予想される中で，広域的な災害対

応における情報の共有化並びに通信手段の確保及び震度情報ネットワークの整備は

緊急の課題となっている。 
 

 これまでの取組状況及び前年度提案結果 

 

【取組状況】 
平成 12 年 11 月 知事から内閣総理大臣，大蔵大臣及び県選出国会議員に 

全国的な防災情報ネットワークの必要性を提案 

平成 13 年 12 月 首相官邸・消防庁と広島県防災情報システムの試験接続 

平成 14 年３月 消防庁・広島県の防災情報システムの情報共有化システム開発 

平成 15 年８月 都道府県消防主管課長会から消防庁長官に都道府県消防防災行政に

係る要望を提出 

平成 17 年４月      防災対策事業の財政措置拡充（平成 17 年度～平成 19 年度） 

平成 17 年８月 都道府県消防主管課長会から消防庁長官に都道府県消防防災行政に

係る要望を提出 

平成 18 年 12 月      衛星系通信網再編整備事業着手（平成 19 年度末完成） 

 

【前年度提案結果】 
国，地方公共団体，住民間での防災情報の共有化に向けたシステムの開発に要する経費 

                 （全国枠国費） 118 百万円（対前年度比 84.2％） 
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 提案の内容 

 

○ 災害時における通信手段の確保を図ること 

 

ア  防災情報通信ネットワークシステムの整備 

 大規模地震発生時に，被災地と首相官邸や関係省庁，都道府県，防災関係機関

等を結ぶ情報通信ネットワークシステムを整備し，災害情報の共有化を図るこ

と。 

 

  イ 通信施設の再編整備 

    通信施設の老朽化等に伴う次に掲げる再編整備に対し，財政上の支援措置を講

じること。 

 

  ○ 広島県総合行政通信網の再編整備 

     ～老朽化対策と通信機能の向上を図るために整備 

  ○ 震度情報ネットワークシステムの再編整備 

     ～国の広域防災対応，住民等への情報提供及び地震防災研究等に欠か 

      せないことから，全国的な情報収集体制を維持するために整備 

  ○ 消防救急無線のデジタル化への整備 

      

ウ  緊急通報回線の確保 

 災害発生直後においても住民からの救急出動要請などの緊急通報が関係機関

に到達しやすくするための方策を検討すること。 
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  ３０ 河川事業及びダム事業の推進について 

（国土交通省）

（中国地方整備局）

 提案の要旨 

① 地域振興プロジェクトに対応する河川改修や，都市沿岸部の河川高潮対策による河川

 事業の推進 
② 洪水に対する下流域の治水安全度の向上や渇水時の正常流量と水源の確保を図るた

めのダム事業の推進 

 現状及び課題 
【現 状】 
① 平成 11 年６月の集中豪雨や平成 16 年の台風 16 号，18 号による高潮，平成 17 年の

台風 14 号，平成 18 年の台風 13 号による豪雨等で，各地に甚大な被害が発生した。 

② 都市化の進展により流域の保水能力が低下するとともに，短時間での集中的な豪雨

が増加しており，都市部における治水安全度の向上が必要となっている。 

③ 再度災害の防止を目指した河川の整備，人口・資産が集中し都市化の進展が著しい

河川における総合的な治水対策，地域振興プロジェクトに対応した河川の整備を重点

的に進めている。 

④ 平成６年度の異常渇水により，県内各地で取水制限や断水等が発生し，深刻な水不 

 足となり，安定的な水供給が求められている。 

⑤ 総合流域防災事業が，平成 17 年度から新規創設された。 

【課 題】 
  洪水，高潮から県民の生命・財産を守り，渇水時の水源確保を図るためには，一層の

河川事業やダム事業の推進が必要となっている。 
 これまでの取組状況及び前年度提案結果 
【取組状況】 

① 河川事業 

 ・直轄河川改修事業：太田川，江の川，芦田川，小瀬川を実施中 

・河川改修事業：江の川，馬洗川，沼田川，黒瀬川，手城川，安川等を実施中 

 ・河川高潮対策事業：京橋・猿猴川，永慶寺川，本川，羽原川を実施中 

② ダム事業 

  庄原ダム，野間川ダム，福富ダム，仁賀ダム，梶毛ダムを実施中 

③ 総合流域防災事業 

  流域（圏域）を単位として，治水・砂防・急傾斜事業を一体的に実施中 

 

【前年度提案結果】 

 ① 国土基盤河川事業---直轄河川，直轄ダム 

          （全国枠国費） 483,932 百万円 (対前年度比 97.4％) 

 ② 地域河川事業---補助河川，補助ダム 

          （全国枠国費） 189,721 百万円 (対前年度比 94.3％) 

 ③ 総合流域防災事業（全国枠国費）  62,519 百万円 (対前年度比 94.3％) 



72 

 提案の内容 
 

① 河川事業の着実な実施に向けた財源確保を行うこと 

 

ア 直轄河川改修事業の促進 

（太田川，芦田川など） 

イ 過去の大規模な災害に対応した河川改修事業等の推進 

（江の川，馬洗川など） 

ウ 広島，福山などの都市化の進展に対応した総合的な河川改修事業等の推進 

（安川，手城川など） 

エ 広島空港臨空都市圏域などにおける地域振興プロジェクトに対応した河川改修事

業等の推進 

（黒瀬川，沼田川など） 

オ 都市沿岸部における河川高潮対策事業の推進 

（猿猴川，永慶寺川など） 

 

② ダム事業の着実な実施に向けた財源確保を行うこと 

 

 補助ダム事業の推進 

 沼田川水系福富ダムなどの建設推進 

 

10,906 百万円（対前年比  97.1％） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 総合流域防災事業の着実な実施に向けた財源確保を行うこと 

 

   浸水想定区域図等整備事業の促進 

 

名 称 位  置 
庄原ダム 庄原市川西町 

野間川ダム 
尾道市御調町， 
三原市久井町 

福富ダム 東広島市福富町 
仁賀ダム 竹原市仁賀町 

 
◎広島市

梶毛治水ダム 福富多目的ダム

仁賀治水ダム
○三原市

野間川生活貯水池

○庄原市

○呉市

○三次市

庄原生活貯水池

○竹原市

ダム位置図

○

福山市
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３１ 砂防事業，急傾斜地崩壊対策事業及び治山事業等の推進について 

（国土交通省，農林水産省）

（中国地方整備局）

 提案の要旨 

① 土砂災害から人命・財産を守るための砂防事業及び急傾斜地崩壊対策事業及び治山事

業等の推進 
② 「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」に基づく土砂

災害警戒区域等の指定の推進 

 現状及び課題 
【現 状】 
① 本県は，土石流危険渓流（9,964 渓流），急傾斜地崩壊危険箇所（21,943 箇所）とも

全国で最多であり，土砂災害から人命・財産を守るため，砂防，治山施設等の整備を引

き続き推進しているところである。 

② ハード対策と併せ，土砂災害のおそれのある区域を明らかにし，危険の周知や情報伝

達・警戒避難体制の整備等ソフト対策の拡充を行っている。 
③  このようなソフト対策をさらに推進していくため，土砂災害警戒区域等の指定を順

次，行っているところである。 

④  総合流域防災事業が，平成 17 年度から新規創設された。 

【課 題】 
① 土砂災害から県民の生命・財産を守るためには，ハード，ソフト両面の土砂災害対策

を一層推進する必要がある。 

② 「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」に基づく土砂

災害警戒区域等の指定を引き続き推進する必要がある。 

③ 「土砂災害防止法」の円滑な実施を図るうえで，税財政上の支援措置を充実する必要

がある。 

 これまでの取組状況及び前年度提案結果 
【取組状況】 
（ハード対策） 
平成 13年度   広島西部山系直轄砂防事業着手 

（ソフト対策） 
平成 13年 6月  土砂災害情報相互通報システムの一部運用開始 
平成 14年 6月  土砂災害危険箇所図をインターネットで提供 
平成 15年 3月～ 土砂災害警戒区域等の指定（平成 19年 3月 31日現在 2,863 箇所指定）  

    平成 17 年 6月  防災情報メール通知サービスの運用開始 
  平成 18 年 9月  土砂災害警戒情報の運用開始 
 
【前年度提案結果】 
 砂防事業       （全国枠国費）   140,465 百万円（対前年度比 96.5％） 
                      
 急傾斜地崩壊対策事業  （全国枠国費）   21,025 百万円（対前年度比 97.5％） 
                      
  総合流域防災事業（再掲）(全国枠国費)    62,519 百万円（対前年度比 94.3％） 
                      
 治山事業（民有林分）  （全国枠国費）   80,852 百万円（対前年度比 90.0％） 
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 提案の内容 
 
① 砂防事業，急傾斜地崩壊対策事業及び治山事業等の着実な事業実施を図るため格段の

配慮をすること 

 
②  広島西部山系直轄事業の推進を図ること 

 

③ 土砂災害防止法に基づく砂防関係基礎調査の着実な事業実施を図るため格段の配慮を

すること 

 

④ 土砂災害特別警戒区域に居住する者に対する税財政上の支援措置の充実を図ること 

（移転に関するもの） ・不動産譲渡所得税等の特例措置など 

（定住に関するもの） ・障壁設置，構造補強等安全対策に対する助成制度の創設など 

 
 
 ※ 土砂災害防止法に基づく指定までの流れ 
 
 

 
 
 

 

土砂災害防止対策基本指針の策定（13.7.9） 

基礎調査 
の実施 

市町長 
からの 
意見聴取 

土砂災害警戒区域の指定（15.3.31～ ） 

  （土砂災害のおそれがある地域） 
 

土砂災害特別警戒区域の指定 
建築物に損壊が生じ，住民に著し 
い危害が生じるおそれのある地域 

       地域防災計画 
情報伝達，警戒避難体制の整備 

国 

市 
 
町 

県 

○ 法律施行（13.4.1） 
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３２ 海岸整備事業の推進について 

（国土交通省，農林水産省）

（中国地方整備局，中国四国農政局）

 提案の要旨 

 ① 海岸高潮対策の推進 
 ② 景観，眺望，親水性に配慮した美しい海浜の創造の推進 

 現状及び課題 
【現 状】 
① 平成３年の台風 19 号や平成 11 年の台風 18 号及び平成 16 年の台風 16 号，18 号によ

る高潮等によって，県内各地で多大な被害が発生した。 

② 平成 11 年の海岸法の改正を受けて，広島沿岸の海岸の保全・整備の指針となる｢広島

沿岸海岸保全基本計画｣を平成 14 年９月に策定した。 

③ 高潮・津波被害を軽減するためには，適切な海岸整備により災害危険度を低減しつつ，

危険度情報の提供等のソフト施策による被害の最小化を図ることが重要であることか

ら，国は，地方自治体による津波・高潮ハザードマップの作成活用を支援するための諸

課題について検討し，｢高潮・津波ハザードマップマニュアル｣を平成 16 年３月に策定

した。 

④ 平成 17 年度に創設された「津波危機管理対策緊急事業」が，平成 18 年度に「津波・

高潮危機管理対策事業」として，ゼロメートル地帯における高潮対策にも拡充された。

 
【課 題】 
① 施設整備に当たっては，緊急性の高い人口や資産が集中している地域，過去に高潮災

害を受けた地区及び台風などの影響を受けやすい南向きの海岸等を重点的に整備を進

め，一層の高潮対策の推進が必要である。 

② また，広島沿岸海岸保全基本計画に基づき，従来の防護に加えて，環境，利用に配慮

した総合的な海岸整備の推進を図る必要がある。 

 これまでの取組状況及び前年度提案結果 
【取組状況】 
（平成 19 年度の実施事業） 

① 海岸高潮対策事業：広島港海岸，重井海岸（尾道市）など 19 海岸を実施中 

② 海岸環境整備事業：蒲刈港海岸（呉市）など５海岸を実施中 

 
【前年度提案結果】 
 国土交通省港湾局所管海岸事業（全国枠国費）  25,606 百万円（対前年度比 97.0 ％）

 国土交通省河川局所管海岸事業（全国枠国費）  24,220 百万円（対前年度比 96.8 ％）

 農林水産省農村振興局所管海岸事業（全国枠国費） 8,806 百万円（対前年度比 96.4 ％）

 農林水産省水産庁所管海岸事業（全国枠国費）  10,532 百万円（対前年度比 96.6 ％）
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 提案の内容 
 
 ① 海岸高潮対策事業の着実な事業実施に向けた財源確保を行うこと 

 
 ア 国土交通省港湾局所管海岸 

 ［広島港海岸，福山港海岸，尾道糸崎港海岸，鹿川港海岸，土生港海岸  

  など 計 12 港海岸］ 

 

 イ 国土交通省河川局所管海岸 

 ［重井海岸，唐船海岸 計２海岸］ 

 

 ウ 農林水産省農村振興局所管海岸 

 ［津久茂海岸，築地海岸，内海海岸，二馬手海岸 計４海岸］ 

 

 エ 農林水産省水産庁所管海岸 

 ［倉橋漁港海岸，安浦漁港海岸，豊島漁港海岸，大屋漁港海岸 計４海岸］ 

 
 

 ② 海岸環境整備事業の着実な事業実施に向けた財源確保を行うこと 
  

  農林水産省水産庁所管海岸 
 ［豊島漁港海岸（呉市豊浜町大浜）］ 

 
 

 

   



鹿
川
港
海
岸

竹
原
港
海
岸

御
手
洗
港
海
岸

瀬
戸
田
港
海
岸

大
西
港
海
岸

鮴
崎
港
海
岸

土
生
港
海
岸

重
井
港
海
岸

海
岸

位
置

図

広
島
港
海
岸

尾
道
糸
崎
港
海
岸

福
山
港
海
岸

国
土
交
通
省
港
湾
局
所
管
海
岸

国
土
交
通
省
河
川
局
所
管
海
岸

農
林
水
産
省
農
村
振
興
局
所
管
海
岸

農
林
水
産
省
水
産
庁
所
管
海
岸

凡
例

倉
橋
漁
港
海
岸

安
浦
漁
港
海
岸

豊
島
漁
港
海
岸

津
久
茂
海
岸

浦
崎
海
岸

築
地
海
岸

内
海
海
岸

二
馬
手
海
岸

重
井
海
岸

大
屋
漁
港
海
岸

釣
士
田
港
海
岸

唐
船
海
岸

77



78



79 

 
３３ 水道施設に係るライフライン機能強化施策の充実・強化について 

（厚生労働省，経済産業省）

（中国経済産業局）

 提案の要旨 
 

  水道施設に係るライフライン機能強化の推進 
 

 現状及び課題 
【現 状】 

①  日常生活や産業活動に欠くことのできないライフラインである水道施設は，平常時
はもとより，災害等の非常時においても，その影響を最小限に抑え，安定的な供給を

確保することが求められている。 
②  平成１８年８月に発生した水道施設の事故により，18日間にわたり，県営水道の供
給が停止し，県民生活や企業活動に多大な支障が生じた。 

③  このような災害時の供給確保策として，緊急時用連絡管や送水ルートのループ化，
複線化等は有効な手段であるが，その整備には多額の経費が必要であり，独立採算を

原則とする水道事業においては，料金の高騰に繋がることが考えられる。 
④  また，全国的にも，水道施設は大量に更新を迎える時期に来ており，安定供給を確
保するためには，老朽化した水道施設の更新及び改良事業，安全強化のための施設整

備等が必要である。 
 
 
【課 題】 
① 災害等の非常時においても，給水を確保するためのライフライン機能の強化 
② 老朽化が進む水道施設の再構築 
 

 これまでの取組状況及び前年度提案結果 
【取組状況】 

 広島水道用水供給事業         昭和４９年度 給水開始 
 広島西部水道用水供給事業       昭和５１年度 給水開始 
 沼田川水道用水供給事業        昭和５１年度 給水開始 
 太田川東部工業用水道事業       昭和４０年度 給水開始 
 太田川東部工業用水道第 2期水道事業  昭和５４年度 給水開始 
 沼田川工業用水道事業         昭和４８年度 給水開始 
 
 
【前年度提案結果】 
   － 
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 提案の内容 

 
 ① 災害等に備え緊急時用連絡管等の整備にかかる財政措置を行うこと 
 
ア 水道事業において，災害等に備え，同一の水道事業体内の緊急時用連絡管の整備に

対する財政措置を拡充すること。 
イ 工業用水道事業において，水道事業と同様に，災害等に備えた緊急時用連絡管等の

整備にかかる財政措置を創設すること。 
 
② 大量更新を迎える老朽化水道施設の更新・改良事業を促進すること 
 

 老朽化した既存水道施設の更新，建設改良に対する必要な財政措置を行うこと。 
 
 
 

（事業概要） 
 

 

 送水管延長  (km) 
区   分 

 うち隧道 
計画給水量 
（㎥/日）

給水対象・給水先

（計画給水人口）

広島水道用水供給事業 ２１７ １１ 240,000 ５市５町※1 
（1,956,200人）

広島西部水道用水供給 
事業 ４３ ３ 123,000 ３市 

（286,400人） 
沼田川水道用水供給 
事業 ７８ － 110,000 ４市１町 

（729,700人） 

水道用水供給事業 計 ３３８ １４  １０市６町※2 

太田川東部工業用水道 
事業 ５５ ２６ 230,000 ５者 

太田川東部工業用水道 
第２期水道事業 ２７ －

（広島・呉）58,000
（東広島）35,000 ５者 

沼田川工業用水道事業 ６２ ６ 64,000 ２２者 

工業用水道事業 計 １４４ ３２  ３１者※3 

合   計 ４８２ ４６   

※ １ ５市５町のうち府中町，坂町は広島市が受水して給水 
※ ２ 広島市（広島用水，広島西部用水），東広島市（広島用水，沼田川用水）の重複分を除く 
※ ３ マツダ（太田川東部工業用水道，太田川東部工業用水道第２期水道）の重複分を除く 
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 ３４ 総合的な治安体制の確立について 

（警察庁，消防庁，文部科学省，財務省）

 提案の要旨 
① 「減らそう犯罪」の推進 

○安全・安心なまちづくりの推進～互いに支えあう地域づくり 

○繁華街・歓楽街における組織犯罪・風俗総合対策の推進への支援 

② 警察官の増員 

 現状及び課題 
【現 状】 
平成 15 年から展開した｢減らそう犯罪｣県民総ぐるみ運動により，刑法犯認知件数が減少
するなど，指数治安は改善されつつあるものの，子どもを対象とした犯罪や組織犯罪の深刻
化等により，県民の体感治安はいまだ改善されていない。現在，広島県総合計画｢元気挑戦
プラン｣の重点プログラムに｢総合的な治安体制の確立｣を掲げ各種施策に取り組んでいる。
具体的には，「今後５年間でピーク時の半減を目指す」という犯罪抑制目標を掲げ，「減
らそう犯罪」ひろしまアクション・プランを新たに策定するなど，県民・事業者・市町等
多様な主体が協働・連携して，安全・安心なまちづくりに向けた取組みを推進するととも
に，警察署再編事業（（仮称）福山北警察署新設等），交番相談員の全交番配置（154 交番）
など治安基盤の確立に向けた取組みを推進中である。 
【課 題】 
これまでの県民運動の展開により，刑法犯認知件数の減少面では一定の成果が出ている

（H18 年末：H14 年対比 41%減少）が，安全・安心なまちづくりと体感治安の改善を図るた
めには，県民運動の定着と更なる発展を図るとともに，緊急に講ずべき治安対策を重点的
に推進していくことが重要となっている。 
① 県民運動の市町・地域レベルでの定着・拡大に向け，住民及び事業者等による自主防犯
活動の活性化，市町による安全・安心なまちづくりの促進，地域の防犯リーダーの育成等
を進めていく必要がある。 
② 県内の繁華街・歓楽街（流川･薬研堀地区及び松浜地区）では，従来からの暴力団の暗
躍に加え，不法滞在外国人等が様々な利益を求めて流入していることがうかがえることか
ら，犯罪の起こりにくい環境づくりと取締りの強化を一層図っていく必要がある。 
③ 警察官一人当たりの負担人口は 569 人で，全国平均（502 人）を大きく上回っており，
更なる警察官の増員が必要である。 
 これまでの取組状況及び前年度提案結果 
①「減らそう犯罪」関係 
【取組状況】 
平成 15 月 1 月 「減らそう犯罪」ひろしま安全なまちづくり推進条例の施行 
平成 15 年 2 月 広島県「減らそう犯罪」推進会議の設立（会長～県知事，県民・事業者・行政等の代表で構成）
平成 15 年 10 月 アクション・プラン(平成 15 年～17 年)の策定 
平成 16 年  4 月 広島県「減らそう犯罪」連絡調整会議の設置（知事部局，教育委員会，警察本部で構成）
平成 18 年  7 月 条例の一部改正（県民・事業者の責務の拡充，子どもの安全確保の充実） 
平成 18 年 11 月 新たなアクション・プラン(平成 18～22 年)及び子どもの防犯指針等の策定 
【前年度提案結果】 
繁華街における組織犯罪対策用資機材（流川・薬研堀地区ほか２府県２地区で整備） 
②警察官増員関係 
【取組状況】 
年度 平成 14年度 平成 15年度 平成 16年度 平成 17年度 平成 18年度 平成 19年度 
全国の増員数 ４，５００ ４，０００ ３，１５０ ３，５００ ３，５００ ３，０００ 
本県の増員数 １４０ １４０ ８０ ６０ １００ ９０ 

【前年度提案結果】 
 全国の地方警察官 3,000 人が増員され，うち本県警察官 90 人が増員 
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 提案の内容 
 
① 「減らそう犯罪」の推進 
○ 安全・安心なまちづくりの推進～互いに支えあう地域づくり 
ア 警察庁の地域安全安心ステーションモデル事業を平成 20 年度以降も継続実施する

とともに，地域の安全活動（防犯・防災等）を支援する他省庁の同種モデル事業に 

ついて，市町・地域等において効果的・ 

一体的な活用が図れるよう，手続の一元化， 

事業の共同化を検討すること。 

イ 青色回転灯を装備した自動車による自主 

防犯パトロール（青色防犯パトロール）が 

促進されるよう，実施団体への各種支援を 

行うこと。 

   

 

 

 

 

 

 

 

ウ 安全・安心なまちづくりに向けた事業者による取組みが促進されるよう，実施事業

者に対する税制上の優遇措置等を検討すること。 

エ 子どもが安心して通学等ができる環境を整備するため，関係省庁が緊密に連携の

上，「子ども１１０番の家」の全国的な普及及び効果的な運用に向けた制度化を図る

こと。 

○ 繁華街・歓楽街における組織犯罪・風俗総合対策の推進への支援 
  街頭犯罪が多発し，暴力団組事務所の集中，違法風俗営業の乱立，外国人犯罪の多発

等様々な問題を抱える繁華街・歓楽街に対し，国としての重点的な組織犯罪対策等に係

る支援策を講じること。 
国における「深刻化する組織犯罪への抜本的な対策の推進」の内容 

・ ＦＩＵ（資金情報機関）の移管及び犯罪収益流通防止対策の推進  

・ 外国人生体情報システム（ＢＩＣＳ）の整備  

   ・ 自動車ナンバー自動読取システムの整備・拡充  

※ 繁華街・歓楽街対策については，特別対策推進本部の捜査体制を強化し，徹底した取

締りを行い，一定の成果を挙げているが，繁華街・歓楽街を温床とする犯罪組織の弱体

化・壊滅を図るためには，更なる対策の強化が必要である。 

繁華街･歓楽街における主な取組事例等 
・ 街頭防犯カメラシステム（防犯カメラ 30 台）の運用開始（H17.12～） 

・ 風俗案内や不当な客引き・誘引行為等を規制するため県条例の制定・改正（H18.3） 

・ 「流川･薬研堀地区の健全で魅力的なまちづくり協議会」による官民一体の取組み（H18.8～）

 

② 警察官の増員 
 ア 当面，警察官一人当たりの負担人口が全国平均並みとなるように，増員すること。 

イ 将来的には，警察官一人当たりの負担人口が概ね 500 人となるように，増員すること。

 

【関連事業】 

・「地域安心安全ステーション整備モデル事業」 (消防庁)
・「地域ぐるみの学校安全体制整備推進事業」(文部科学省)

青色防犯パトロール実施状況の推移
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  ３５ 交通安全施設等整備事業の推進について 

               （警察庁）

 提案の要旨 
 

  安全・安心な暮らしを確保するための交通安全施設等整備事業の推進 
 

 現状及び課題 
【現 状】 

平成１８年中の県下における交通事故死者数は１６５人と，平成１５年以降４年連続し

て１００人台となり，発生件数，負傷者数についても減少傾向を呈している。 
しかし，未だ多数の交通事故が発生しており，「平成２４年までに交通事故死者数を５

０００人以下にする。」という政府目標を達成するためには，更なる諸対策を推進する必

要がある。 
 

【課 題】 
① 交通管制システムについては，平成１８年度新庁舎への移転に併せ，広島県交通管制

センターの信号制御用コンピューターの高度化を図り，平成１９年度は，三原サブセン

ターの中央装置等の高度化更新を図っているところであるが，さらに，平成２０年度は，

交通管制システムの内，呉サブセンター中央装置及び端末制御機器の高度化更新を図

り，国道３１号及び１８５号を中心とする呉市域の交通の安全と円滑化を図る必要があ

る。 
② 少子・高齢化社会において，安心が実感できる暮らしを実現するため，高齢者や身体

障害者等にやさしい交通環境を確保し，快適な歩行空間の創造を図る必要がある。 

 これまでの取組状況及び前年度提案結果 
【取組状況】 

平成 8 年 4 月 「第６次交通安全施設等整備事業五箇年計画」に伴い，交通管制センター

や交通信号機の新設・高度化改良等の整備事業を開始 

平成 11 年 4 月 交通情報をカーナビゲーション等を通じてドライバーに提供する「交通情

報提供システム」を運用開始 

平成 14 年 4 月 ドライバーに対する「旅行時間提供システム」を運用開始 

平成 15 年 3 月 公共車両を優先的に運行させるための優先信号制御等を行う「公共車両優

先システム」を運用開始（国道５４号・県道） 

平成 16 年 3 月 「公共車両優先システム」を運用開始（県道） 

平成 17 年 3 月 地域制御エリアの拡大等（国道２号線松永地区等７８基） 

平成 17 年 3 月 光ビーコン５３ヘッドを整備 

平成 18 年 3 月 信号制御用コンピューター３式の更新（広島市内 424 基の信号制御の高度

化） 

平成 19 年 3 月 信号制御系，システム管理系，交通情報系及び情報交換系の各コンピュー

ター４式をリース化更新（広島県内６９３基の信号制御の高度化及び迅速

な交通情報の提供） 
 
【前年度提案結果】 
 交通安全施設等整備事業  全国枠        15,050 百万円（対前年比 99.3%） 

              広島県分 管制関係     59 百万円（対前年比 32.2%） 

                   改良関係     68 百万円（対前年比 119.2%） 
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 提案の内容 

 
① 交通管制システムの高度化更新の推進 
  交通管制システムの内，整備後１８年が経過している呉サブセンターの中央装置並

びに天応地域及び吉浦地域の端末制御機器の高度化更新を図り，国道３１号及び１８

５号を中心とする呉市地域の交通の安全と円滑化を図る。 
    

 
② 歩行者空間のバリアフリー化の推進 
   高齢者や身体障害者等の移動の安全と円滑化を図るため，歩行者空間のバリアフリー
化の促進を図る。 

このため，次のとおり交通安全施設の一層の整備・拡充を図る。 

 
ア 信号機の高度化 
（ア）歩行者青信号の時間を通常より長くする高齢者等感応式信号 
（イ）鳥の鳴き声の音により青信号であることを知らせる音響式信号 
（ウ）歩行者と車両の通行を時間的に分離する歩車分離式信号  
 
イ 信号機の視認性の向上 
  視認性，耐久性等に優れたＬＥＤ式信号灯器（発光ダイオード素子を使用した 
信号灯器） 

 

  ウ 道路標識の高度化 

表面に反射輝度の高いシートを使用した道路標識 
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事務・事業，権限の移譲    

  ○ 国から県へ移譲すべき事務事業 

 ▷  ４ｈａを超える農地転用許可を県へ移譲すること。なお，２ｈａを超える知事の許 

  可については国への事前協議制を廃止すること。 

 ▷  県内で完結する国道の管理権限を県へ移譲すること。 
 ▷  一級河川の管理権限を県へ移譲すること。 
 ▷  商工会議所法に係る許認可権を県へ移譲すること。 
  ▷  職業安定業務を県へ再移管すること。 
 ▷  給水人口が５万人を超える水道事業の認可・指導監督権限を県へ移譲すること。 
  
 
○ 国から基礎自治体へ移譲すべき事務事業 
 ▷  民生児童委員の任命権限を基礎自治体へ移譲すること。 

 ▷  国立公園における木竹伐採等の許可を基礎自治体へ移譲すること。 

 

 

○ 県から基礎自治体への事務事業の移譲を促進するための制度改正等 

▷  大規模小売店舗の新設等の届出及び特定工場の新設等の届出に係る基準面積等の

条例制定を基礎自治体が行えるよう制度の見直しを行うこと。 

▷  基礎自治体が保健所を設置する場合の設置要件を緩和すること，及び広域連合や一

部事務組合による共同設置や既保健所設置市への委託を可能とすること。 

▷  母子寡婦福祉資金の貸付・償還事務について，市及び福祉事務所設置町が実施主体 
 となるよう制度の見直しを行うこと。 
▷  町においても，市と同様に福祉事務所を必置とするよう制度の見直しを行うこと。 
▷  国と地方の役割分担の見直しに基づく権限や税財源の移譲が行われるまでの間，地

方交付税の不交付団体であっても，町による福祉事務所設置など任意の法定移譲が円

滑に進むよう特例的な措置を講じること。 
▷  住民に身近な福祉分野の事務について，既存の関連事務と併せて基礎自治体で実施

できるよう制度の見直しを行うこと。 

 ・特別児童扶養手当事務 
 ・身体障害者・知的障害者相談員の設置事務 
 ・障害児の施設入所事務 

▷  麻薬取扱者に対して県及び保健所設置市が交付する免許は，当該県及び市の区域の 
みでなく，国内全域で有効となるよう制度の見直しを行うこと。 

▷  婦人相談所の売春防止法による設置義務（都道府県設置）を見直し，政令市や中核

市においても設置できるよう制度の見直しを行うこと。 
 

参 考（権限移譲，規制改革等の具体的な事例） 
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▷  道路法第１７条第２項について，町にも適用の拡大を行うこと。 

▷  砂防，地すべり，急傾斜地崩壊対策について，基礎自治体においても工事・管理等 

 を実施できるよう制度の見直しを行うこと。 

▷  広域調整が必要なものを除いて，基礎自治体が実施主体となる都市計画の決定権限 

 を県から基礎自治体へ移譲できるよう制度の見直しを行うこと。 

▷  屋外広告物法第２８条により屋外広告物事務を行う景観行政団体である基礎自治

体に対して，都道府県の条例による移譲ではなく，自らの判断と責任で簡易除却等を

実施できるよう制度の見直しを行うとともに，それに応じた普通交付税等の必要な財

源措置を講じること。 
 

 

  国の過剰な義務付け・関与の廃止・縮小       

▷  補助金改革に当たっては地方が真に主体的に事業を実施できるように，地方の裁量範 

囲の拡大及び事務の簡素化を図ること。また，国が直接実施したり，団体等に直接交付 

するなど地方分権の趣旨に反した事業を創設しないこと。 

▷  都道府県における社会福祉審議会や，精神医療審査会など各種審議会の必置規制を 

  見直し運用の弾力化を図ること。 

▷  児童福祉施設等における施設設置基準，職員配置基準等の最低基準を見直すこと。  
▷  基礎自治体に対する農業委員会の必置規制や，農地の売買や転用許可における農業会 
   議への諮問など，基礎自治体が自主的かつ完結的に判断できるよう，制度の見直しを行 
  うこと。 

   ▷  ほ場整備などの農業農村整備事業については，基礎自治体がまちづくりの一環として 

         自ら実施することを基本とするよう制度の見直しを行うこと。 

   ▷  農業経営基盤強化促進法等の法施行事務や，生産・加工・流通施設の整備など農業経 
        営体の育成に関する事業については，基礎自治体が総合的かつ一元的に実施できるよう 
        制度の見直しを行うこと。 
   ▷  特定重要港湾に係る入港料の事前協議、地方の有料道路料金に係る許可制度を見直す 
        こと。 
   ▷  土地利用基本計画や自然公園計画，農業振興地域整備基本方針など地方公共団体が策 

定する各種計画等については，国又は都道府県への協議（一部事務については同意が必 

要）を廃止すること。 

   ▷  保安林解除における国への同意を要する協議を廃止すること。 

▷   住民の生活交通の確保のため市町が自主的な判断で行っている交通事業については，国

の許認可等の規制を廃止するとともに，自治事務として位置づけ，財源の措置を行うこと。 
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 事務事業の分担関係の適正化  

   ▷  都市部と中山間地域との教育条件を一定の水準に保つとともに，広域人事を活発化する 

        など，教職員の資質向上施策を推進するため，政令指定都市の県費負担教職員の任命権 

    を都道府県に一元化すること。 

 

 規制改革の推進  

   ▷  地方公共団体等によるＰＦＩの推進に向けた環境整備を図ること。 
    ア  ＰＦＩ法に基づき実施される公共施設等の整備等に際し，ＰＦＩ事業者等に対する税 

制上の非課税措置等を拡大すること。 
・ＰＦＩ事業者等に対する固定資産税，都市計画税及び不動産取得税に係る非課税措置

の拡充（地方税法等） 
・ＰＦＩ事業者等に対する登録免許税［不動産］の非課税措置の創設（登録免許税法） 
・ＰＦＩ事業者等の大規模修繕費等に対する措置の創設（法人税法） 

     イ  ＰＦＩ方式により実施する場合においても，その手法の如何を問わず，補助金等国の 
     支援措置に差が生じないようにすること。 
      ウ  ＢＯＴ方式等ＰＦＩ事業者が所有権を保有したまま行うＰＦＩ事業について，ＰＦＩ 
     事業者が使用する固定資産については，国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関 
     する法律の適用対象から除外される旨規定を改めること。  

     

▷  中小企業労働力確保法及び介護労働者法における県知事による改善計画の認定事務を

廃止すること。 

▷   主要農作物種子審査について，民間で実施できるよう制度の見直しを行うこと。 

▷  国営森林保険に係る事務について，民間で実施できるよう制度の見直しを行うこと。 

▷  添付書類の省略等 

・砂利採取業者の登録等に関する規則に基づく登録申請書の添付書類のうち，登録の

可否の審査等に必要でない添付書類等の省略化 
・採石業法施行規則に基づく採石業者の登録申請書の添付書類のうち，登録の可否の

審査等に必要でない添付書類等の省略化 

・農地法施行規則に基づき法人が農地転用を申請する場合などの提出書類の簡略化等  

  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

広島県内に移住をお考えの皆様にお知らせです！ 
 

 広広広 島島島 暮暮暮 ららら ししし サササ ポポポ ーーー トトト デデデ ススス ククク   
あなたの身近な相談窓口で，広島県内の「暮らしの情報」，「住まいの情報」など， 
移住に必要な情報を提供します。 

ステップ１ ままずずはは，，おお電電話話をを！！  

ステップ２ 直直接接，，面面談談ししまますす！！  

00112200  ‒‒   335511  --  441199  
フリーダイヤル  さーごいっしょに  よいくらし 

【携帯電話・ＰＨＳからは】０６－６２９２－７７０３ 

【平日】9:00～20:00 【休日】9:00～18:00 

東京，大阪，名古屋，福岡に相談窓口を設置。（予約制） 

セカンドステージ始めませんか 
 
広広島島暮暮ららしし  いいいいかかもも!! ??   

http://www.iju.pref.hiroshima.lg.jp/ 

◆U・I ターン就職を希望する方のオンライン求職登録（無料）も行っています！ 

 詳細は 


